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     ◎開会の宣告                      （午前１０時００分） 

○議長（大塚純一郎君） おはようございます。 

  定足数に達しましたので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎一般質問 

○議長（大塚純一郎君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、一問一答方式により行います。 

  議員各位並びに当局は、簡潔な質問・答弁に留意され、実質的な審議を尽くされますよう

お願いをいたします。 

  質問項目が複数ある場合には最初に一括して質問し、２回目から項目ごとに質問するか、

または一括して質問するかは、質問者の裁量で質問していただくことといたします。 

  なお、質問時間は答弁を含めて６０分以内といたします。 

  質問は一般質問者席についてから開始し、終了時間は議長がお知らせをいたします。 

よろしくお願いします。 

それでは順番に発言を許可いたします。 

  １１番、三瓶良一君の一般質問を許可します。 

  １１番、三瓶良一君。 

          〔１１番 三瓶良一君 登壇〕 

○１１番（三瓶良一君） おはようございます。 

  １１番、三瓶良一でございます。 

  質問をさせていただきます。 

  私の質問は３点でありますが、第１点、積極的な少子化対策についてお伺いをいたします。 

  少子化対策の基本は、男女の出会い、結婚、出産、育児、小中高等を通じた教育、職業、

就職。このサイクルが一般的な人生で、より良く次世代に引き継がれていくことが継続可能

な社会であります。しかし、２０００年頃から、政府は新自由主義政策、いわゆる市場原理

優先政策という政策に舵を切りました。グローバル競争に勝てる経済を目指したいと、ここ

から所得格差が広がり、未結婚の人達が増えてきました。また、結婚できない人達が増えた、
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そういう状況に変化してきました。学者の通説によれば、統計的に所得３００万円以上の人

と以下の人では結婚に大きな差が生じていると、そういうふうに言われております。自信を

持って生きられるか否かの分岐点になっており、この所得格差が結婚をためらわせ、少子化

の大きな要因になっていると言われております。自治体間でも格差が広がっております。政

府は異次元の少子化対策などと言っておりますが、その内容は明らか、詳らかではありませ

ん。只見も異常な少子化で先が危ぶまれると考えられます。政府待ちではなく、思い切った

少子化対策で目に見える、効果の上がる少子化対策を打ち出すべきと考えるわけであります

が、町長のお考えを伺います。補足を申し上げますが、一昨日の新聞に、粗々の少子化対策、

こども未来戦略方針というものが新聞記事に報道されておりますが、私の一般質問通告のほ

うが早かったものですから、こういう質問になりました。そのことも含めて、わかっている

限りのご説明をいただきたいと思います。 

  ２番目。しっかりした民間観光・町づくり協会についてお伺いをいたします。 

  ＪＲ只見線が注目され、八十里開通を数年後に控えるこの時期に、只見町観光まちづくり

協会をなくしてしまったことは大変残念であり、町にとっても問題だと考えます。従来の観

光政策は町主導で指定管理料という委託料に依存する観光政策が長く続き、それがやがて当

たり前というような体質になってきたことが問題だと考えております。民も官も、自前の努

力でやっていくと、そういうことが今後の方向性でなければならないと考えます。官民の協

力体制と民業の発展のためにはしっかりとした観光協会があるべきと考えますが、町長のお

考えをお伺いいたします。 

  ３点目に、ＪＲ東日本東北本部訪問後の進展状況についてお伺いいたします。 

  令和５年５月９日に、町長、担当課長、議員全員でＪＲ東日本東北本部長及び県庁担当課

へ行って、御礼方々要望・陳情をいたしましたが、その後の進展状況について町長にお伺い

します。昨日は突然、只見線の上り線のレールを剥がすというような回答が、文書回答が資

料として配られました。しかし、今、これからやろうとするときにそのようなことは絶対に

認められないわけであります。様々な人から質問がありましたけれども、これに対してです

ね、もしも万が一、そんなことを許してしまえば、只見線は蒲生駅あるいは塩沢駅と同じよ

うな、そういうような通過駅でしかなくなってしまう。これでは町の活性化になりません。

それと、もう一つは無人化もあってはならないと思います。これもどうしても継続していた

だかなければならない。この今の只見駅ホームの環境をちゃんときちっと守ってもらうこと、
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それから無人化もしないように、そこをその、町長、どういうふうに考えておられるのかお

伺いをする次第であります。よろしくお願いします。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

          〔町長 渡部勇夫君 登壇〕 

○町長（渡部勇夫君） おはようございます。 

  １１番、三瓶良一議員のご質問にお答えいたします。 

  まず最初に、積極的な少子化対策についてであります。 

  三瓶議員のお質しにございますとおり、少子化対策は町の最重要課題の一つであると認識

しております。 

  全国的な少子化傾向が今後とも続き、子ども自身に与える影響や人口減少が一層深刻化し、

現実のものとなることは看過できない状況にあります。 

  国では、従来から様々な子育て支援のための施策を講じております。 

  本町におきましても、子育て世代への支援策として、保育料や学校給食費の無償化など、

子育てに関わる経済的支援を進めてきたところでありますが、国が子育て世帯への積極的な

経済支援を進める中、町が単独での経済対策を進めることには限界がございます。 

  まずは、子どもにとっての幸せの視点で、子どもが心身ともに健やかに育ち、豊かな人間

性、他人に対する思いやり、主体的に判断する能力などの生きる力を育むことが最重要であ

ると考えております。 

  併せて、子育て家庭だけではなく、地域全体で子どもを見守り、子育て家庭を支えていく

仕組みづくりがより一層重要となっていると認識しております。 

  町では、昨年度より只見町の保育を考える懇談会、子ども・子育て会議での意見交換等に

より、子どもたちのよりよい育ちを支援する具体的な施策について検討を進めてきたところ

でございますが、先日、子ども・子育て会議及び認定こども園設置に関する専門委員会より、

認定こども園を早期に設置する必要があるとの意見書が提出されたところであります。 

  こういった経過から、町の実態に沿った認定こども園施設建設を推進するとともに、まず

は既存施設において早期に認定こども園の形態をスタートさせたいと考えております。今回

の認定こども園構想の実現は、２０年後の只見町を担う人材を豊かにすることにつながるも

のと考えております。 

  町全体で子どもを見守り、安心して子育てできる町づくりを進め、さらに子育て世代の方々
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が安心して只見町への移住・定住をしてもらえるような魅力的な子育て環境を整えたいと考

えておりますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。 

  次に、しっかりした民間観光・町づくり協会についてであります。 

  三瓶議員お質しのとおり、ＪＲ只見線が注目され、八十里開通を数年後に控えるこの時期

に只見町観光まちづくり協会が解散となったことにつきましては、私といたしましても大変

残念であります。 

  そのような中、今後の只見町を取り巻く大きな環境変化を想定した時、現在のインフォメ

ーションセンター機能としての旅行案内や相談だけに留まることなく、町観光の顔として機

能する体制づくりが必要であると考えます。 

  昨日の一般質問で小沼議員にもお答えいたしましたが、新たな第三セクター、新会社の中

で、そのような体制を構築してまいりたいと考えております。 

  具体的な機能について申し上げますと、新体制では現在の只見町インフォメーションセン

ターの運営に併せて、着地型観光などの企画旅行及び手配旅行を取り扱えるような組織にし

たいと考えております。 

  次に、３点目のＪＲ東日本東北本部訪問後の進展状況についてでございますが、５月９日

のＪＲ東日本東北本部訪問、５月１０日の県庁担当部署への御礼、要望等につきましては議

員各位にご尽力いただき誠にありがとうございました。改めて御礼を申し上げます。 

  その後の進展状況でございます。昨日の酒井正吉郎議員への答弁と同様となりますが、複

合駅舎建設に伴う設備等の移転内容につきましては、回答があり次第、速やかに報告したい

と思っております。 

  複合駅舎建築につきましては、引き続き議員各位のご指導を賜りながら検討してまいりま

すので、ご理解をお願い申し上げます。 

  加えまして、先ほど三瓶議員から、一昨日の全員協議会において、私のほうから報告させ

ていただきました只見駅構内の鉄路、棒線化の話が俄かにＪＲから、担当者レベルではあり

ますが、出てきたということを報告させていただきました。それについての対応、考え方に

つきましては、全員協議会の中で私の考え方をお示ししたとおりでありますが、なお、５月

１９日に、東北本部のほうから町のほうにお見えになるということでありますので、議会全

会一致をいただきまして私と大塚議長と共に対応したいというふうに考えております。また、

その話の内容、棒線化、複合駅舎の問題等々、話が出てくると思いますし、そのことにつき
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ましてなるべく速やかに、また改めて議員各位、皆様方にその内容をご報告し、ご意見をい

ただいたうえで速やかなる対応を決めたいというふうに思っておりますので、引き続きのご

指導とお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） 今、少子化がどんどんどんどん進んでおりますが、こういう少子化

をそのままにしておけば大変なことになってしまうと。やっぱりね、人口というのは国の基

本、国力なんですよ。そして只見町にとっては、やっぱり地域力、そして只見町の力の源泉

なんです。だから人口をどんどん減らしてしまったんでは、やっぱりしょうがない。ここで

不退転の決意で国は人口減少を食い止めなければならない。そういうふうに言っておられる。

だから、それに足並みを揃えて、町としても新たな政策を、どういうような政策が今までの

政策の中で不足していたのか。だから、子どもがどんどんどんどん減ってくるという現象に

なっていた。そこをやっぱりはっきり分析してもらって、そして、これをやっぱり国の政策

と併せて、取り組んでいく。そして、只見町の人口は日本全体も減っておりますが、特にひ

どい、急速な落ち込みです。この落ち込みっていうものをどうしても回復していかなければ

ならない。そうでなければ、将来の子ども達はここに住めなくなりますよ。やっぱり只見町

が消滅しないように、持続可能な町としてやっていくには、少子化対策っては理屈を語って

いる時ではない。やっぱり、これは緊急の課題として取り組まなければならない。私はそう

いうふうに思います。 

  先日、櫻井よしこさんが湯ら里で講演されました。その最後に質問の時間がありまして、

質問者から人口減少についてありましたが、櫻井さんの話によりますと、やっぱり若い人達

の収入が減っている。低いがために家庭を持つ自信がない。だから若い人達に結婚をできる

ような、希望のある、自信のある、そういう少子化対策、結婚対策というものを進めていか

ないと、いくら異次元だなんて言ったって、それは従来の政策の継続でしかないと。という

ふうに言われました。私、まったくその通り。この前からずっと、何回か、同じようなこと

を質問しておりますけれども、そのためにはね、やっぱり今の子ども、赤ちゃん、結婚をし

てもらう。若い人達がここに残ってもらう。そして、結婚してもらう。赤ちゃんを産んで家

庭をつくって、その循環をやっぱりつくっていかなければならない。低収入の人達は残業を

やって、そして体をすり減らすように働いて、そして家に来るともう、くたくたになって疲
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れて寝てしまうというような状態の人が多いと思いますが、やっぱりそれでは結婚の機会な

んていうものはなかなかできませんから、その辺を町が福祉政策とかいろんなものでカバー

して、そしてやっぱり３００万の収入、同等の生活ができるような状態にしてあげなければ

ならないと思うんだけれども、それは今、政府がまあ、かなり遅かりしだけども、もうこれ

が最後のチャンスだというふうに総理大臣も言っておられます。そして、今度は異次元でな

くて次元の異なる少子化対策をやると。言葉、若干変えられましたけれども、まあ、しかし、

政府の対策だけでは、そんな効果が一気に上がるなんていうふうには考えられませんから、

やっぱり併せて町もおやりになるということの決意を町長に持ってもらわなければ、なかな

かこの問題は解決しないんだろうというふうに思います。その辺ね、こども保育園とか、今

言われました生きる力の教育とか、そういうこと勿論大事です。しかしね、どういう少子化

対策が必要なのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） お答えいたします。 

  先ほどご質問の中で、少子化対策の基本はということで、その人生の一般的なサイクルを

お話いただきました。まさにこのとおりだというふうに私も思っておりますので、やはり最

終的には総合的な政策、支援が必要だと思っております。ですからそのサイクルの場面場面

で、まず１回目の答弁では、給食費とか様々なものを無償化する、無料にするというのは、

ほぼ、どこの市町村でも、小さいところは特にやってますし、今度、国のほうでも児童手当

も含め、様々な経済対策はやってこられますので、そういったところでまた均一化してくる

と。均一化した中で、また差別化図るというのは、なかなか限りがある話だと思います。の

で、やはり内容の話になってくると思います。ので、一つはまあ、子育て、魅力的な認定こ

ども園をなるべく早期に創設して、当初は現状の施設でやって、その後なるべく早く新設し

ていくと。そして内容の充実を図って、子ども達並びに保護者から支持を得られるような認

定こども園にしていくということを申し上げました。 

加えまして、経済的なこと、まさにそのとおりだと思います。やはり昨日も７番議員から

詳細な資料を配られて、人件費、町税のことの関係性も含めてお質しいただきました。やは

り人に投資する、人件費にしっかり充てていくという考え方は必要だと思います。昨日の場

合は町の会計の話でございましたが、様々なことで、やはり、どうしても従来ですと人件費

比率が高いとか、人件費が云々かんぬんと言われますが、介護施設につきましてもランクあ
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る中で、南会津郡の施設は低いランクの報酬しかもらっていませんし、様々なことでやはり、

東京が、最低賃金もそうですが、東京が高くて、そこからもう順々に階段状に決まってくる

ということになってきてます。やはり、その関係を、大きなことは言えませんが、少しでも

改善していく、それを鵜呑みにして行政をやっていかないという姿勢がこれから大事だと思

ってますので、やはりそこに必要な人にはしっかり投資させていただいて、支えていくとい

う経済的な支援が必要だと思ってます。そして、やはりその折々に、教育費、様々なものか

かりますので、そういったこと。あとは、残念ながら小児科、産婦人科、近くにありません

ので、今もそういった制度ありますが、やはりその出産や小児医療に対しての経済的な支援

とか、そういったことも考えていく必要があると思います。 

いずれあの、これはダム発電関係所在市町村の理事会の中で私、発言求めて言いましたが、

たまたまその、発電協の会長をやっていらっしゃる自民党の宮下衆議院議員が、自民党の過

疎問題の委員会の委員長さんもやっていらっしゃいます。そこで質問ありませんかというこ

とで、私、いきなり手を挙げまして申し上げましたが、先生は自民党の過疎の委員長さんも

やっていらっしゃるし、ダム発電協の会長さんもやっていらっしゃると。会長でなくて顧問

をやっていらっしゃるということで、只見町としては、やはり水力発電のあるところは、そ

の町は電気料は無料にしますというくらいの政策を国で打ち出してもらわないといけないと

思いますと。そうであれば、過疎なんかは一挙に解決するんじゃないでしょうかって言った

ら、高知県の町村長から、同感ですという大きな声をいただきましたが、やはり、笑われる

かもしれませんが、臆することなく、そういった姿勢は、やはりしっかりと発信していくべ

きだと私は思ってますので、それはひとつ、そういったエピソードの話ですが、ですから、

総合的な、経済的なことも含めて必要だと思ってます。 

あとは、昨日も申し上げましたが、商業の事業承継の話、そこも商工会任せではなくて、

商工会と一緒になって事業承継のことを町も考えていかなければならないと考えております

ので、引き続きのご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） 経済的な問題、これが一番大きいと思いますが、しかし、そればか

りではないんですね。やっぱり子育て環境とか、そういう環境、いろいろな環境整備、支援

整備というものが必要でありますが、まず第一は、若い時の、やっぱり男女のふれあい、出

会い・ふれあい、そういうところから、やっぱり結婚しないでいるっていう、子どもさんが
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いっぱいいますが、そういう環境をどうやって取り除くかと。そして、この人達が、やっぱ

り子どもを産み育てていくと、結婚をして産み育てていくと、私はそういう点では、今まで

地区センターだとか、振興センターだとか、あったものを公民館にされたと。これは大変良

かったなと。昔、やっぱり公民館でいろいろ、そういう事業やられましたよ。その頃、あま

り過疎なんていうことなかったんだけども、やっぱりあの、公民館にせっかくされたんだか

ら、若い人達の出会い・ふれあいの場って、そして昔はこの、いろいろな人がおられまして、

縁結びをいろいろお世話するような人もおられました。今、若い人達は自立心が強くなって

きてますから、なかなかそういう人もいなくなってしまった。しかしね、公民館でやる分に

は、私はあの、結構、成果があがるんではないかなと。是非これ、公民館の事業の中で、過

疎対策、それから結婚対策、少子化対策、そういったものをやっぱり公民館の中で追及して

もらいたい。そうしていけば、私はそれなりの成果はあがってくるだろうなと、そんないっ

ぺんに大きな成果があがりませんけれども、徐々にそういう町中の雰囲気ができてくれば、

これはやっぱりあの、少子化というものは、もうこれ以上もう、少子化させてはならないと

いう限界線に達しているという心構えで、政府もそう言っているんですから、やっぱり今、

踏ん張り時になってきたと、そう思います。 

  町長。この公民館を活用したり、そういう雰囲気をつくって、昔のような、やっぱり縁結

びの、祖父ちゃん・祖母ちゃん・親戚、そういったものの人達の、そういうものも考えなが

ら進めたほうが、進めないと、認定保育園だとかね、まあ、いろいろ、それ、あるでしょう

けども、しかし、やっぱり一番は、若い人達のふれあい・出会いと結婚の問題です。いかが

ですか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 大変貴重なご提案だと思っております。やはり、まったく従来と同じ

というわけにはまいりません。時代も変わってますし。昔はインターネットとか、様々あり

ませんでしたので、多様化、今は本当に多様化してますので、個人の趣味に没頭される方も

ありまして、なかなか昔の青年団、青年会のように、外に出て行ったり、いろんな、御殿場

のほうにみんなでバスに乗って行くとか、そういったことも、機会もなくなりました。昔は

本当に、恥ずかしい話ですが、日が暮れるのが待ち遠しくて、日が暮れて暗くなると喜んで

外に出たものですが、だいぶ時代が変わってきましたので、そういった人ばかりではないか

と思いますが、いずれ、そういった考え方は必要だと思いますので、中央公民館長も説明員
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として出席しておりますので、お許しがいただけるんであれば、その辺のことは中央公民館

長のほうから一言話をさせていただきたいなと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） それから、この少子化の問題でもう一つお伺いしたいと思いますが、

今の公民館事業しっかりやってもらうと。それから、やっぱり若い人達の経済支援。これは、

この前、新聞見たら、坂下町ではふるさと納税、５億円を超えています。やっぱり努力して

るなっていう感じ受けましたが、やっぱり只見町も、今、何に収入求めるとか、これが一番

早いんですよ。このふるさと納税をきちっと、いろんなアピールをしながら、今、只見町を

応援しようという人いっぱいいると思いますから。そういう時に、やっぱりあの、ふるさと

納税っていうのを協力を仰ぎながら、若い人達の暮らしを、やっぱり３００万円以上の生活

ができるように、これは自分の所得が少なくても、それをフォローするいろいろな支援策が

あれば、結局、同じぐらいの生活できるわけですから。私はそういうことを、その、やっぱ

り、是非考えてもらいたいというふうに思います。これはどうですか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 町税を含めた一般財源が年々減っていく中で、ふるさと納税は伸ばし

ていかなければならないというふうに思っております。本当にあの、貴重なお気持ちをいた

だいているわけでございまして、当初、スタートした時は３００万・５００万からスタート

して、今、３，０００万ほどで、まだまだ、いっぱいいただいている市町村から比べれば少

ないというふうな見方があるかもしれませんが、本当に貴重なふるさと納税をしていただき

まして、本当に心から感謝しておる次第であります。が、加えて、町の返礼品も充実を図っ

て、さらにふるさと納税を増やしていきたいということと、あとは企業版のふるさと納税に

つきましても、町の魅力、何に町はそのお金を使っていくのかという目的を明確にして、企

業版ふるさと納税と一般のふるさと納税含めて、もっともっと力を入れていかなければいけ

ないと思っておりますので、さらに努めてまいりますのでご理解をお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） 是非、一生懸命になって取り組んでいただいて、この只見町の存亡

の関わる問題ですから、この問題、必ず成果のあがるように頑張っていただきたいと思いま

す。そういうふうにお願いを申しまして、２番目に移ります。 
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  ２番目のその観光協会なんですが、この観光協会というのは、やっぱり町長が言われてい

るように、町の基幹産業として観光を位置づけられる。しかし、町の基幹産業として位置づ

けられるには、やっぱり一番働かれるのは民間なんですよ。だってあの、みんな赤字なんだ

もの。町でやっているものは。だから民間を育成しないと、もうどうにもならないと。この

民間を育成させていくためには、しっかりとした観光協会が必要だと。今までの観光協会を

悪く言うわけではないんですが、ただこう、のんべんだらりんという印象はありましたから、

そういう観光協会でなくて、ちゃんとお客さんをどんどんどんどん増やせるような、そうい

う観光で経済を潤って、そしてそこにも雇用を創り出していく。それと併せて、町の第三セ

クターがしっかりと取り組めば、私は観光、只見の観光というのは花が咲くと、そういうふ

うに思います。だってあの、只見には良いものがいっぱい揃っているんですよ。ネームバリ

ューのあるエコパークだとか、越後三山国定公園だとか、あるいは有名な人が蒲生岳は東北

のマッターホルンだとか、いろいろ、有名な人の支援がありますから、私はこれは本当に、

昨日も町長おっしゃいましたが、只見の観光には夢がまだあると。私も夢があると思います。 

そして、星賢孝さんなんかも、いろいろ発信されておりますが、今はヨーロッパからも、

アメリカからも問い合わせがきているから、ヨーロッパにもアメリカにも行ってみたいんだ

よなというお話もされました。やっぱりそういうその、只見線を中心としたものが見直され

てきてますから、ここはやっぱり、その受け入れ態勢として、ちゃんとしっかりした観光協

会をもう一回再構築していくということがどうしても必要だと。町だけでやっているとだめ

になりますよ。これ。伸びませんから。やっぱりおんぶに抱っこ。そういう体質が温存され

たんではだめです。それ、やっぱりなくしていくと。そしてこの、しっかりとした観光で生

きる以外、相当な部分は観光におんぶするしかないなという地域経済をつくっていかなけれ

ばならない。その点で観光協会を私はもう一回、そのしっかりした、そのコアになる人達、

そして、そこにはやっぱり、旅館、飲食店あるいは土産物、それに関連するいろいろなもの

を生産して、観光を盛り上げて、我々の経済もつくっていこうというような人たちがコアに

なる。そしてそれを応援する只見線の愛好会のような人たちに、いろいろ只見線絡みで応援

してもらうような、そういう関係をつくっていけば、もう、これ、魂が入る観光協会になる

と思います。だから是非、観光協会をもう一回再構築しながらやっていただきたい。 

私あの、あの人、村上さんだとか、村岡さんですか、村岡さんだとか、坂上さん達とも、

何回か話しました。坂上さんなんか、私の家、４時間も、いろいろ、来てお話されましたけ
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れども、こんなに資源のあるところないなと、これをその、只見の人は活かし切れてないと。

そして、本気度が足りないんだという指摘をいただきましたが、まったくそのとおりだなと。

そのためにはやっぱりもう一回、しっかりしたその基本からやり直す観光協会が必要だと思

います。いかがですか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） お答えいたします。 

  本当にあの、可能性、資源、宝物がいっぱいある只見町だと本当に私も三瓶議員同様思っ

ております。 

  そして、今後のあり方について、これまた三瓶議員と同じでありまして、しっかりした受

け皿をつくって、案内して、また何回もリピーターとして訪れていただけるような、そうい

った組織が必要だと思っております。そのことを従来から申し上げておりまして、ただ、説

明が至らなかったなというのは、昨日、６番議員との一般質問の中で改めて感じ取らせてい

ただきました。どうしてもあの、新会社を創ります、新会社を創らせてくださいという話が

先になって、そして話してる、説明している内容は何かというと、湯ら里と振興公社の統合

の話ですというふうになってしまうと、赤字の会社と赤字の会社にまた町は、町長はお金を

使うのかという、その受け止め方の枠の中から脱しきれていなかったなという、説明の至ら

なさを改めて昨日、６番議員との一般質問の中で遅まきながら感じ取らせていただきました

ので、６番議員からご提案いただいた、先に今、三瓶議員おっしゃるような組織を先に創っ

て、それからでもいいんじゃないかというお話だったので、私としては本当に、一旦座った

んですが、改めて議長に挙手を求めまして、そのことは受け止めて再検討させてくださいと

いうことを申し上げました。それはまさにその一般質問のやりとりの中で恥ずかしながらそ

う思いました。ので、やはりきちんと説明しておったつもりではありますが、やはりその辺

の説明が至らなかったというふうに思っております。 

  第七次振興計画でも、只見のまちづくり会社ということをしっかり明記させていただいて

おりますので、三瓶議員おっしゃるような、本当に、村岡さんや坂上さんにご尽力いただい

ておって、ああいったＪＴＢのほうで長年勤めてこられた方々から、そのようなお言葉をい

ただいているということでございますので、改めて本当に、しっかりとした組織を創って、

やっていかなければならないと思いますし、その組織づくりにつきましても、なるべく早期

にやっていかないと、昨日も観光客は待ってくれないぞというお話もありました。ので、そ
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の辺をもう一旦、受け止めて整理して、なるべく早くまたお示ししたいというふうに思いま

すので、そのように受け止めさせていただいております。ありがとうございます。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） 町長、具体的に私はあの、観光協会というものをもう一回、再興し

なければならないなというふうに思っているわけなんですが、町長の話はちょっとこう、ど

ことっていいかというと、私には理解できなかったんだけども、やっぱりその、そういうコ

アになる人達、ここをやっぱり中心にしていかないと観光盛り上がりませんよ。やっぱり、

旅館、民宿、それから飲食店とか、それに関連するお土産品屋だとか、あるいはそこにいろ

いろ品物納めてくれる人だとか、そのサービスを担当してくれる人とか、そういうものがち

ゃんと相まった観光協会をつくっていかないと、やっぱり町の今の体質から第三セクターが

脱却することですから。第三セクター自らが、自分達の今までのどこに欠陥があるんだと。

そしてどこに無駄があるんだと。そういうことをちゃんと分析をして、そしてその結果、第

三セクターもこういうふうに変わりますよと、民間もこういうふうにやってくださいよとい

うようなことの形で、町長がやっぱり音頭を取られるべきだと。町長が、それが行政の仕事

だと思う。経営者ではないんですから。町長は。だから、町長はそこを（聴き取り不能）い

かがですか。 

  それからもう一つ。やっぱりね、第三セクターの、町長が第三セクターの親方になってし

まうというのも、聊かその、ね、経営者のところに入ってしまうと、やっぱり行政として指

導する面と、経営者としての面が、もうごちゃごちゃになってしまいますから。そこのとこ

ろはやっぱりちゃんと、自分の片腕、あるいはそれ以上の力を、経営の力を発揮するような

人にその経営をお任せすると。そして改善してもらうということがやっぱり一番大事なこと

だと思う。私は第三セクターというものがうまくいかないというのは、そこにあると思うん

ですが、いかがですか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） じゃあ、後のほうからお答えいたします。 

  そういった新会社といいますか、新組織が出来上がって、体制が構築できれば、私は議員

おっしゃるように、従来から言われてきたことではございますが、やはりあの、町長と社長

の、いわゆる二足の草鞋ではなくて、そこは後継の人に委ねるべきだろうというふうに私自

身は思っておりますので、やはり、どうしても、その辺の経営者の立場の社長と、行政の長
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の、町長の二つのものを持っていると、一つ一つの判断がどちらの立場で判断したのか、わ

かりにくくなりますので、その辺のことは議員おっしゃることよくわかりますので、そうい

った組織ができた後は、なるべく早期に、その身を引きたいなと、行政として支えたいなと

いうふうに思っております。 

  そしてあの、やはり従来の第三セクター、観光まちづくり協会もそうですが、どうしても

運営委託という形でありまして、行政から言われた枠の中で一定の経費を積み上げして、こ

の中で、枠の中でやってくださいということで、いわゆる経営と言いながら運営委託ではな

かったのかなということは専門家のご意見を伺いながら思いました。ので、やはりそこは、

現場の方は一生懸命頑張っていらっしゃるし、いらしてきたと思いますが、やはり苦しかっ

たんではないかなと思います。ので、ちゃんとした経費で、観光関係もそうですが、かかる

経費で利益あがらないけども、これは町として必要だというものは、ちゃんと正しい積算で

経費を出す。そして、利益をあがるものは自分達の努力で、経営努力で利益、出た利益を町

が吸い上げないで、それを会社の利益として、自分達の賃金のアップに使ったり、設備投資

とか、そういったものに、観光宣伝に使っていくとか、そういったことが許される会社にし

ていかないと、利益出たら町が委託料減らすとか、利益出たら還元してくださいということ

では、やはりこう、やる気といいますか、モチベーション上がりませんので、そういったこ

とも加味したうえでの新会社を創って町が下支えしていくべきだろうと思いますので、引き

続きご理解お願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） それから、村上さんとのお話の中で、只見は夏は稼げると。ところ

が冬稼げないんだと。夏稼いだもの、冬全部使っちまうと。そして間に合わないという、こ

ういう構図になってます。そうすると、ここもやっぱり一つの改善点なんだ。そうするとシ

ーズンの時とか、土曜・日曜はいいとしても、その空間をどうするのかと。一番最初の支配

人なんかは、柏市に行って、柏の老人会まわりをして、老人会に（聴き取り不能）おたくの

老人会、迎えにきますから只見に来てくださいと。そういうふうにして穴を埋めていた。や

っぱりそういう工夫、努力というものが、やっぱりないと、なかなかこの経営改善に結びつ

きません。そこをその、是非お願いしたいと。 

  それから３番目の質問に移ります。３番目の質問ですが、無人化という話が出ているんで

すが、町のほうに、それ届いてますか。 
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○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 私は聞いておりません。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） それからもう一つ、さっきの、前の話、ひとつよろしくお願いしま

す。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） すみません。 

  前の湯ら里の常務やっていらっしゃった村岡、当時の常務のお話だと思います。 

  常務、そうおっしゃってました。春から秋にかけては只見、入込が多くて、そこで黒字を

出して頑張っていかないと、冬場にその貯め込んだのを全部吐き出して、冬場の経営が苦し

いということでございます。どうしてもスキー客が、スキー客が、と言いますが、残念なが

らスキー客、全国的に減ってますので、新たな工夫の中で、本当に初代の支配人が、そうい

った自らハンドルを握って、そういう努力をされたというお話、改めて教えていただきまし

たし、やはり今、モンベルとも協定していろいろ考えてますが、テント泊とか、様々なアク

ティビティを組み合わせして、新たな商品をつくって、冬場の誘客をなるべく確保して、そ

の夏場にため込んだのをなるべく減らさないような経営努力、できれば増えたほうが良いん

ですが、そういったことは必要だと思ってますので、その辺は一体となって、みんなでアイ

ディア、また行動力を出して、やっていかなければならないと思いますので、そのようにご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） 只見駅を無人化にするっていう噂はあるんですよね。それ、町に届

いていないということをお聞きしまして、ちょっと安心はしたわけですが、しかし、そうい

う話は出てくる可能性は十分にあるというふうに私思います。なにしろレールを片側剥がす

というような提案までされてるわけですから、その次は無人化だなと。無人化はどうしても

食い止めてもらって、ここがやっぱりあの、新潟県との県境の、福島県南西の玄関口として

観光拠点だというふうにこう、町でも位置づけておられると思うんですが、やっぱりそうい

うことを考えれば、ここを無人化になるというのは痛手ですから、そういうことにならない

ように、ひとつ町長は、今度、６月１９日、交渉に行かれるそうですが、そのこともひとつ

確認をしてきてもらいたいなと思いますが、よろしいでしょうか。 
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○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 先般、議会議員の皆様と共に、只見線、磐越西線を乗り継いで、ＪＲ

東北本部、本部長に直接、書面を持って、只見駅舎の改修であったり、今のホームと駅舎が

離れていて不便なので、その改修のこととか、ダイヤが本数が少なくて困っているとか、様々

な要望をお願いしてきたわけです。その要望に対する返事がない中、もしくはない中で、そ

の別の棒線化の話が出てくる、話の順序がおかしいと思ってますし、その返答もくっ付いて

きて、そして、さらに棒線化の話があるんであれば、少なくとも交渉の態度としては私は紳

士的かなと思っていたんですが、要望に対する返答がないまま、まったく勿論要望するはず

もありませんが、棒線化の話が突然、担当者レベルで出てくるという姿勢そのものに私は非

常に不誠実なものを感じましたので本部長に直接電話いたしました。そして、その後、県の

只見線管理事務所長に電話しまして、担当者レベルの会をやるということなんで、それまた

順序がおかしいということで中止してもらいましたので、まず内容に入る前に、当然、順序

として積み上げてくる順序があって、お互いの立場を尊重した話し合いになるはずなのに、

それを尊重して、少なくとも私はいただいているとは受け取れませんので、１９日の日に、

私が行くんでなくて、来られます。只見に。来られますし、全会一致で議長の同席もお認め

いただきましたので、私と議長でしっかり伺って、その後、その内容を皆さんになるべく速

やかに報告して、その後の対応は皆さんと共に決めさせていただきたいと思いますので、引

き続きのお力添えを賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） 先日、台湾の謝長廷駐日代表が只見に、森雅子首相補佐官と一緒に

来られました。そしたらその後、すぐ台湾から１０人ほどのお客さんがある旅館に来られた

と。そういう話をお聞きしましたんで、どういうような印象でしたと。そしたらば、休むと

ころは、やっぱり日本を知りたいということだ。和室でいいよと。和室に泊る。そして観光

庁いろいろ案内した。田子倉ダムはものすごい興味を示された。田子倉館とブナセンターは

あまり興味示されない。旅行村に行ってもあまり興味示されない。それから、向こうに行っ

たと。その博物館の。大倉の。ここはすごく興味を示されて、そして、日本のこれ、着てい

いかと。そして、絣半纏のようなもの着て、みんなで踊り出したと。そして、成法寺に行っ

たら、またこれ、全然、興味示さないと。やっぱり体験型の観光というものは必要なんです

ね。これから。私はその話を聞いて、体験型だなと。そしてその、やっぱり早乙女踊りでも
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なんでも、博物館の中のどこかに舞台でもつくれば、喜んで踊りを踊ったり、誰か教えてく

れる人もいなければならないわけですが、そういうその体験をすることによって、非常に満

足して帰ったという話を聞きました。だから、単調に、あっちの施設を見せる、こっちの施

設を見せるというようなことに留まらずに、いろいろ一緒になってその踊りを教えたり、刀

を差してみたり、ちょんまげを被せたり、そういう体験が必要なんだなと。そういうのが喜

ばれるんだなというふうに思いました。これは参考意見ですが、町長まあ、聞いていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 本当に台湾の駐日代表の皆さんが、森雅子参議院議員と、一行に只見

線を使われて只見駅におこしいただいたと。そして、町民の方も含めてお出迎えさせていた

だきまして、本当にあの、ありがたかったなと思ってます。やはりそれはあの、元々は星賢

孝さんの写真であったり、台湾との交流があって、それを只見駅のほうまで広げていただい

たのかなと思っております。そして、今ほど三瓶議員から、その台湾からのお客様が本当に

体験型の内容を喜ばれたというお話がありましたので、やはりそういったこともしっかりと

受け止めさせていただいて、今後どういうあり方がいいかということは十分参考にさせてい

ただきたいと思います。本当に貴重なお話ありがとうございました。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） それから最後に確認を申し上げたいと思います。 

  インフォメーションセンターなんですが、いつだったかの時は、インフォメーションセン

ターも含めて、湯ら里と統合させて、そしてインフォメーションセンター、湯ら里の中に置

くというお話を聞いたような記憶がありますが、インフォメーション、昨日の話だと、駅前

のあそこにインフォメーション構えるんだなというふうに私は受け止めたんですが、町長、

そこら辺はどういうふうにお考えなんですか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） ちょっと、その辺の話、どういうふうにお聞きになったのかわかりま

せんが、私としてはインフォメーションは総合案内ですので只見駅前に置くべきだというふ

うに思っておりますので、湯ら里の中に入れるとか、一緒にするとかじゃなくて、インフォ

メーションセンターは只見駅前だというふうに思っておりますし、それを考える考え方は持
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っておりません。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） そしてもう一つは、先ほど申し上げました、いろいろな第三セクタ

ーの施設がありますが、この施設の中でどこに無駄があるとか、どういうふうになるとか、

どういうところが稼げるところだとか、というようなこともちゃんと、後日で結構ですから、

ちゃんと資料を作ってみんなにわかるようにしていただきたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） わかりました。 

  昨日の一般質問と本日の一般質問をしっかりと受け止めさせていただいて、そういった資

料を添えて、なるべく早期に説明の機会をいただきたいと思いますので、その節はよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） １１番、三瓶良一君。 

○１１番（三瓶良一君） ちょうど時間となります。 

  終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（大塚純一郎君） これで、１１番、三瓶良一君の一般質問は終了しました。 

  続いて、２番、山岸国夫君の一般質問を許可します。 

  ２番、山岸国夫君。 

          〔２番 山岸国夫君 登壇〕 

○２番（山岸国夫君） 一般質問通告に基づき一般質問を行います。 

  質問は１点であります。 

  質問事項。第９期介護保険事業計画における第１号被保険者保険料の設定についてであり

ます。 

  要旨であります。第９期介護保険事業計画（令和６年度から令和８年度）の３年間の策定

途上にありますけれども、介護保険料はこの制度が導入されて以来、保険料が増加し、加入

者の生活を圧迫しております。また、介護保険利用時における国の政策による制度改悪によ

り、利用者の負担も増えており、施設入所者の家族からは費用の額について高いとの声も聞

かれます。また、物価高騰での町民生活は極めて深刻な状況にあると考えております。 

  第８期介護保険事業計画提案時には、介護保険加入者の負担を抑えるために介護給付費準
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備基金の活用で介護保険料額を第７期と同額に据え置いてきたと認識しております。令和６

年度以降、３年間の介護保険料設定にあたって、町民負担の軽減を図るために介護保険料の

引き下げを求めます。また、最低でも第８期介護保険計画の被保険者保険料設定額とするこ

とを求めます。 

  介護保険制度開始年度から第８期までの介護保険料の推移（基準額を基本に年額）と第８

期介護保険事業における年度ごとの介護給付費準備基金の活用状況と年度ごとの基金残高は

いくらになるか。 

  以上のことについて町長の考えを伺います。 

  以上であります。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

          〔町長 渡部勇夫君 登壇〕 

○町長（渡部勇夫君） ２番、山岸国夫議員のご質問にお答えいたします。 

  第９期介護保険事業計画における第１号被保険者保険料の設定についてのご質問でありま

す。 

  介護保険事業は、高齢化や核家族化の進行により、従来の老人福祉・医療制度では対応が

困難になったことから、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成１２年から

開始されたものであります。制度開始から２０年以上が経過し、その間、さらなる高齢化の

進行と制度の定着による要介護認定率の上昇、介護サービス利用者の増による保険給付額の

増加もあり、山岸議員ご指摘のとおり介護保険料も増加の傾向で推移してきております。 

  只見町の介護保険料の推移といたしましては、平成１５年度からの第２基では、基準年額

が３万５，３１６円でありました。平成１８年度からの第３期では４万１，４９６円、平成

２１年度からの第４期では４万２，９３６円、平成２４年度からの第５基は据え置き、平成

２７年度からの第６期では５万７，７２０円、平成３０年度からの第７期では７万８００円、

令和３年度から現在までの第８期では、山岸議員お質しのとおり据え置きとしてございます。 

  福島県全体でみますと、第８期の基準月額の県平均額は６，１０８円で、年額ですと７万

３，２９６円となり、只見町の基準額は県平均よりは低い状況となっております。 

  また、第８期介護保険事業における年度ごとの介護給付準備基金の残高については、令和

２年度末で６，１８５万３，８５６円、令和３年度末で７，１８９万４，１２１円、令和４

年度末では７，９１０万７，６２８円となってございます。第８期において、現時点では基
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金は取り崩しておらず、毎年積み立てている状況でございます。 

  現在、令和６年度からの第９期介護保険事業計画の策定に着手しており、アンケート調査

は終了しております。今後、国の基本指針案と介護報酬の改定が示されますので、介護保険

料の基準額については基金の活用も含めまして策定委員会で慎重に検討をしていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） まだ策定途中ということなんですが、町長にこの介護保険料の基準額、

開始当初から第７期までで大体、２倍になっております。金額が。これについての認識はど

ういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） おっしゃるとおり、確かに約２倍になっておりまして、年々その負担

が高まっているということは理解できます。ただ、今ほども申し上げましたが、やはりあの、

介護保険制度が理解されてくると、やはりその介護のサービスを利用される方が増えてきた

り、高齢者が増えてくる。で、認定率も上がってくるということで、やはり、いずれあの、

高齢化が進行していくことに伴うものでありますので、これはあの、２倍という負担は大変

だなと思いつつも、やはり現在の高齢化の進行が示していることでありますので、ある意味、

やむを得ないのかなというふうな想いもございます。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） それで、第８期の介護保険計画時においては、これ、３年前、令和３

年度の３月会議の時に、第８期介護保険計画の説明の時に、第８期介護保険事業（支援計画）

策定に向けたワークシートというのが配られました。令和３年の３月会議の時の資料であり

ます。で、この資料を基にして第８期介護保険の予防給付や給付費総計などの金額も出され

ております。この時には令和、中長期の見通しということも含めて、令和７年度の推計値も

出されております。第８期計画の中での令和３年・４年・５年、令和７年という形で給付費

の金額も出されておりますが、この中身というのは大体、毎年、金額多くなっているという

ような中身でありました。 

  それで、令和７年度の推計値。これで出されているんですが、今度の、今、第９期を計画

しているにあたっては、これらの数値も参考値にしているのかどうか、まずそこを伺いたい

と思います。 
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○議長（大塚純一郎君） 保健福祉課長、吉津瑞穂君。 

○保健福祉課長（吉津瑞穂君） ただ今のご質問にお答えします。 

  具体的な第９期の介護保険事業計画につきましては、現時点ではアンケート調査のみとい

うことで、まだ第１回目の策定委員会のほうは開催をしておりません。申し訳ありませんが、

私のほうで前回のワークシートについては、ちょっと承知しておらなかったものですから、

どういった数字なのか、今確認することはちょっとできないんですけれども、前回の推計の

数値及び実際の、令和３年・令和４年の実際の介護保険のサービスの利用状況であるとか、

認定率の状況であるとか、そういったのを踏まえて第９期の介護保険料については算定をし

ていくという形になると思います。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 第８期介護保険計画に基づく、いわゆる給付費と、それから、それぞ

れ、令和３年度・４年度・５年度とありますけれども、当初のこの介護計画で出された金額

と、それからそれぞれの令和３年度・４年度・５年度と、当初予算との比較でみると、結構、

金額の開きがあります。ここは計画と、実際とは年度ごとに違ってくると思うんですけれど

も、この辺の給付費の見込みの金額はどのように、いわゆる、第８期介護保険計画を作った

時、そしてそれぞれの年度ごとの予算を計上する時、そこの根拠はどんなふうにしているん

でしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 保健福祉課長、吉津瑞穂君。 

○保健福祉課長（吉津瑞穂君） 介護保険事業の予算を策定するにあたりまして、基本的には

介護保険事業計画に基づいて推計をしていくということになろうかと思います。で、当初、

第８期の時の推計ですと、高齢者の人数自体は徐々に減少していくであろうと。しかしなが

ら、７５歳以上の後期高齢者についてはあまり減らないという推計でございました。そうな

りますと、サービスを利用する方も必然的には減らないという状況になりますので、上昇が

見込まれるということで予算のほうは算定していたものと思います。 

  しかしながら、途中でやはり、コロナ、新型コロナという状況に陥りまして、実際、サー

ビスを利用することができなかったということがおおいにありましたので、実際の予算の執

行、保険給付の額については想定よりも減ったのではないかなというふうに私のほうでは考

えております。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 
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○２番（山岸国夫君） この介護保険計画を作る際の、先ほども言いましたこのワークシート、

総括表ですね。これだと、（１）推計値（聴き取り不能）というふうに書いてありますけども、

この資料というのは、全部あの、前にあの、約５００万円ほどだったと思うんですが、介護

保険の第９期計画を作るにあたっての委託料、予算計上されてました。これも全部、委託し

て作っているんですか。 

○議長（大塚純一郎君） 保健福祉課長、吉津瑞穂君。 

○保健福祉課長（吉津瑞穂君） すみません。私のところに、ちょっとそのワークシートが手

元にありませんので、どういった資料なのかちょっと確認はできないんですけれども、使用

したワークシートは県のほうで作成したシートを使いまして、町の数字を入れて作成したも

のということでございます。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 第８期介護保険計画の策定状況と途中の経過聞いておりますけれども、

先ほどの私が質問した中身での、この第８期介護保険事業計画、算定に向けたワークシート

での、いわゆる給付費の金額と予算上の金額、どういうふうにしているかと聞きましたけれ

ども、令和３年度でいけば、ワークシート上では、またあの、介護保険計画の中では給付費

が６億６，５００万。概算で。で、令和３年の当初予算では６億５，２００万。決算では６

億１，７００万ということで、実質、３，５００万ほど給付費かからなかったという状況で

ありました。令和４年度では、ワークシート上は介護保険計画の中では約６億９，６００万。

で、当初予算は７億２，２００万。で、大体、今年の出納閉鎖で見ますと６億８，０００万

ということで、実質的には計上よりもワークシートより、それで基本計画よりも低く抑えら

れているという中身だというふうに思います。 

  で、人口推移で見ましても、大体、これから減少傾向にあるのかなというような状況も見

れます。で、そういう点でいけば、私の今回の質問の主旨は、まだこの介護保険計画、計画

途中であって、まだ、策定委員会にもかけてないということなんで、まあ、私の想いとして

は、これ以上の町民への負担、下げるべきだという想いから今回の質問もしております。 

  先ほどの答弁にもありましたように、介護保険導入以来、第７期までで約２倍になってい

る。で、また、使うほうにとっても、この間、一定の収入以上の人は介護保険料、保険料と

いうか、保険料よりも使う金額で１割から２割に増えている。また、なかなか気づかれない

ところだと思うんですが、例えば食事代の値上げ、そして、また同時に、特別介護老人ホー
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ムなどでのこの、ずーっと入所しておられる方の、いわゆる宿泊費用。これも介護度によっ

て違いますけれども、これもずっと値上げされてきている。ですから、保険料も値上げ、そ

してまた介護保険を使っても、また費用負担が増えてきているというのが、この制度始まっ

て以来の流れだというふうに私は思ってます。 

で、この第８期介護保険計画の中でも、特にやはり、その年齢層、それから所得階層、別

の資料も出されておりますが、いわゆる、第８期介護保険計画だと、標準の介護保険の世帯

より下、いわゆる第１段階から第５段階の間の人達の、収入といいますか、そういう低い人

達の層が多いというのもこの中で見受けられます。当然あの、３割・５割・７割と収入の程

度によっての介護保険料の軽減措置もありますけれども、しかし、この当事者だけでなくて、

入所している家族も含めての負担は、これは大変なものだというふうに私は、実際に母親の

介護の体験からも思っております。これは本人の収入だけでは介護施設に入れるという人は

少ないというふうに私は思います。そういう点ではやはり、本人のみならず、長年やっぱり

働いてきた人の、町として温かく接してあげる。それが必要だというふうに私は思ってます

ので、そういう点からはやはり、町としてできること、ここでやはり介護保険制度であれば、

やはり一つは町民の負担軽減対策を講じる。これが必要だというふうに思ってますので、今

回の質問をいたしました。 

第８期介護保険計画の中でも、当初に言いましたように、町のほうも値上げしないで、基

金を活用して対応していくという答弁で、これも良かったというふうに当時思いました。し

かし、この３年間で、令和５年度はどうなるかも、まだ途中ですからわかりませんけれども、

ほぼ基金が活用されないで、この間、基金は増えているというのが実態ですから、第９期の

介護保険計画においても、町民負担を軽減、そういう点ではやっぱり基金の有効な活用を図

って対処するように求めますが、町長、答弁、いかがでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 今ほど山岸議員から、実際の予算、計画、予算、それと実績の数字を

示して、本当に説得力のあるご質問をいただきました。どうしても予算不足を懸念するため、

勿論、計画に沿って予算編成しておるわけですが、実績がそれを下回っているということで、

その辺の在り方、それから制度スタートから約２倍の負担増になっているということ。あと

様々な、当初は介護保険の枠内で見ていたものも、国のほうの制度も、なかなかこう、わか

らないようにという言い方は語弊ありますが、外側に出して、新たな個人負担を求めるよう
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な制度も時々見受けられます。ので、様々な諸物価高騰厳しい中から、これ以上の町民負担

は避けるべきだという山岸議員の切なるご質問の主旨は受け止めさせていただきました。 

  なお、先ほども答弁させていただきましたが、策定委員会ございますし、当初で申し上げ

ましたように、やはり基金の活用も含めまして、あとはその基金の活用がいくらぐらいにな

るのか。またその残額を見て、またその次、第１０期とかございますので、その推移を見て

基金活用を図っていかないと、安定的な、持続的な介護保険制度が維持できませんので、そ

ういったことも見ながら、第９期の策定にあたっては、繰り返しになります、その基金の活

用を含めて考えていきたいと。ただ、額については、その策定委員会のご意見等を踏まえま

して最終的には議会の皆さんのご決定をいただくわけで、ご議論をいただくわけでございま

すが、そういったことで考えていきたいと思います。 

  本当に具体的な数字を持った切なるご質問をいただきまして誠にありがとうございました。

努力してまいります。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 是非、介護保険計画においての第９期介護保険料の策定、基金活用し

て、町民負担軽減されるようにお願いしたいんですが、今、町長の答弁になった、この将来

に向けての基金の活用ということもありますが、国民健康保険については、一般会計から、

この保険税軽減するために基金の繰入については、国は今、ペナルティーをかけるというこ

とで、私はこれは反対でありますけれども、そういうことが今行われております。 

  介護保険については、この一般会計から、規定の繰入措置は当然ありますけれども、こう

いう値上げしないための基金の繰入れというのは、国の対応は今どうなってますでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 保健福祉課長、吉津瑞穂君。 

○保健福祉課長（吉津瑞穂君） 介護保険料の算定にあたりまして、基金の繰入については、

特にペナルティーはないものと認識しております。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 今、ペナルティーないということですので、私はペナルティーはあっ

ても、町民の必要なところにはやっぱりお金をかけるべきだというふうに、国保税のところ

でもやってますけれども、今、国保税じゃないんで、是非ともそういう点では基金の運用含

めて、是非、第９期介護計画において町民負担軽減できるように取り計られるよう求めて私

の質問を終わります。 
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○議長（大塚純一郎君） 最後に、町長答弁お願いいたします。 

  渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 山岸議員から、本当にあの、被保険者の方の経済的なご負担のことを

ご心配され、また、それとともに介護保険事業の安定的な運営のこともご配慮されたご発言

だと思って受け止めさせていただきました。 

  過去には、皆さんご存じのように、国民健康保険の時は、固定資産税の超過課税分をそこ

に繰入れまして、町民の皆さんの国民健康保険税を軽減するという時代が長年、只見町も続

きました。そういった過去にはそのような時代もございます。今ほどあの、担当、保健福祉

課長のほうから、そういったペナルティーはないという答弁ありましたが、いろんな形で、

ペナルティーと言わなくても、いろんな技術的指導であるとか、様々な物言いの中で話があ

る時がありますので、その辺のところはしっかり勉強して、注意と準備をはらいながら、且

つ、山岸議員おっしゃるように、主旨、十分、私としては受け止めさせていただきましたの

で、そういった中で基金の活用がどこまでできるかということで検討してまいりますので、

なにぶんのご理解をお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 終わります。 

○議長（大塚純一郎君） これで、２番、山岸国夫君の一般質問は終了しました。 

  昼食のため、暫時、休議いたします。 

  午後の開始時間は１時ちょうどといたします。 

 

     休憩 午前１１時３２分 

 

     再開 午後１２時５８分 

 

○議長（大塚純一郎君） それでは皆さんお揃いですので、午前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  ９番、菅家忠君の一般質問を許可します。 

  ９番、菅家忠君。 

          〔９番 菅家 忠君 登壇〕 
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○９番（菅家 忠君） ９番、菅家でございます。 

  通告書に基づき一般質問いたします。 

  質問事項は、魅力ある職場づくりについてであります。 

  質問の要旨を述べます。 

  雇用の在り方や働き方が多様化し、人口が減少していく時代では、特に人材の確保や育成

が重要だと考えております。近隣市町村で職員が１０名ほど一斉退職した話を聞き危機感を

覚えております。 

  次の事項について、データに基づいて議論をしたいと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。 

  一つ、国や県はコロナ禍では在宅勤務を実施しておりましたが、只見町での実績は。 

  二つ、即戦力が期待される中途採用での経験年数１０年換算割合の実績は。 

  三つ、スケジュール・タスク管理の評価は、ツールの導入はどうなっているでしょうか。 

  四つ、育児や介護での１６時退社のような時間ごとの有給休暇の消化実績はどのようにな

っているでしょうか。 

  五つ、業務量と職員数のバランスの評価はどうなっているでしょうか。 

  六つ、新規事業と業務整理のバランスは評価。 

  以上、六つ、町長の考えを伺います。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

          〔町長 渡部勇夫君 登壇〕 

○町長（渡部勇夫君） ９番、菅家忠議員のご質問にお答えいたします。 

  魅力ある職場づくりについてのご質問でありますが、菅家議員お質しのとおり、人口が減

少していく中で特に人材の確保や育成が重要であるとの認識のもと、ご質問の項目ごとにお

答えいたします。 

  まず１点目のコロナ禍での在宅勤務の実績についてであります。流行初期において三密と

ならないように分散しての勤務を実施した経過はありますが、在宅勤務の実績はございませ

ん。 

  次に、２点目の中途採用での経験年数１０割換算割合の実績についてでありますが、経験

年数の換算については、初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則に基づき、それぞれの

前歴の在職期間に応じて算定しております。 
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  ３点目のスケジュール・タスク管理の評価及びツールの導入についてであります。 

  まずツールの導入についてでありますが、現在、グループウェアを導入しており、その中

でスケジュールの共有機能やタスク管理機能が含まれております。 

  スケジュール・タスク管理の評価につきましては、特別職のスケジュールを導入ソフトに

より管理し庁内での共有を図っているところです。 

  ４点目の育児や介護での時間ごとの有給休暇の消化実績であります。 

  育児休暇については、それぞれの状況により１時間または１日単位で取得しており、介護

休暇については職員の取得はありませんでした。 

  ５点目の業務量と職員数のバランスの評価につきましては、型にはまった日常的な業務量

を見れば職員数とのバランスはとれていると考えます。しかしながら、イベントや臨時的な

業務、国県からの臨時的調査業務などを合わせてみますと不足している時期もあると考えま

す。また、各種事業の実施の時期や年度においても差が出てくることも踏まえまして、事業

のアウトソーシングなども取り入れながら、年間における業務量の平準化に努めてまいりま

す。 

  ６点目の新規事業と業務整理のバランスの評価につきましては、新規事業が増えている中

で、既存業務の整理が進まない状況になっているものと認識しております。新規事業を行う

際には既存事業の見通しが必要ですので、事務改善委員会を行い、事務事業の精選に努める

とともに、国県同様に事業実施期間の上限の検討なども必要と考えております。こういった

中、今年度は町単独補助事業の精査、検討を行うよう指示したところであります。 

  以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） では、再質問させていただきます。 

  まず先ほどの答弁で、少し、もう少し聞きたいところがございますので、まずそこからお

伺いしたいと思います。 

  ２番目のですね、中途採用の１０割換算割合の実績はというところで、実績をお伺いして

おりまして、算定の基準は聞いておるわけではございません。中途採用されている方はです

ね、規則のところ見ますと、８割と１０割というふうに承知しておりますので、そのうちで

中途採用されている方、今勤務されておる方で、１０割の方がいらっしゃるのかどうかとい

うところが質問の主旨でございます。答弁としましては、その特別職というようなところの
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方いらっしゃると思いますので、そういったところ分けて教えていただければと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） 中途採用されている職員の中で、その勤務状況において１０

割で換算を、参入をさせていただいている職員、勿論おります。その人数とか割合というと

ころまでは今数字的には申し上げられませんが、それぞれ中途採用で前歴の職務を見て、算

入できるものは１０割参入するということで、規則に沿って運営をさせていただいていると

ころです。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） そうしますと、おそらくですね、今はですね、初任給・昇給及び昇給

などの基準に関する規則というところの別表４というところで、おそらく、お互い見ている

と思うんですけれども、私のほうで今回、ちょっとそこのお話したいところですね、民間に

おける、その経歴と申しますところが、民間と国家公務員といろいろありますが、私は民間

からの中途採用のところに対してちょっと注目をしております。民間における企業体、団体

等の職員として在職期間とするものに対してですね、二つの項目ございます。職員として、

職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間、こちら換算割合が１０割と

なっております。その他が８割ということでございます。で、先ほどの答弁ですと、認識、

把握はしてらっしゃるという認識でおりますが、そこの判断基準というものを少し、もう少

し掘り下げて聞いてみたいと思っております。 

  例えばですね、先日の町長の答弁で、観光分野においては、特にマーケティングの要素が

足りておらんと。その部分に対して強化をしていかなければならないところですが、もしで

すね、そういったところ、只見町出身で、現在、首都圏のほうでマーケティング会社に勤め

ておるが、只見にＵターンをして帰ってきたいというふうな、考えておる者がおると仮定し

ます。で、そうしますと、そういったもの、町が求めている人材に対してですね、当てはま

る人材だと思いますが、私としては１０割換算すべき人材だと思いますが、今現在の只見町

の判定ですと８割になるのでしょうか。１０割になるのでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） ちょっと、個々、個別具体的にちょっと今、判断するところ

が難しいところでございますけれども、その経験が直接役に立つと、前歴で勤めていた仕事

が町の仕事に役に立つという判断になれば、勿論、１０割で換算をさせていただくというこ
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とになるかと思いますので、ただあの、その期間もございます。ので、その辺は個別、個々

具体的に、の例に応じて算入をさせていただくということでご理解いただきたいなというふ

うに思いますが、それはやはり、その時々、その方の職歴、そういったものを見て判断をさ

せていただくということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 個別の関係につきましては承知いたしました。 

  私が申し上げているところはですね、町のですね、その看護師等はおそらく特別職のよう

な形で、専門職のようなものでですね、１０割換算をされているのではないかなと思うんで

すけれども、農林建設課の技師という方々、名刺いただいたり、技師と書いてあるんですけ

れども、あの方々、一般職になるように承知をしております。一般職のほうで土木のところ

と建築の方がいらっしゃるようなんですけれども、特に心配しておりますのは建築のほうで

ございまして、定年がもう間近だなというふうには承知しておりますが、建築の方の技師の

方の降任が私は承知しておりませんので、そういった方が希望した時に、そのキャリアとし

てちゃんと認めて中途の採用というものがきちんと受け入れができているのかどうかが疑問

でしたので質問に至っておるわけです。そういったところで、もしですね、こういう機会で

ございますので、是非見直しをしていただきたいというところでもあるんです。その、最初

は勿論、その業務、キャリアはしっかりしてますけれども、実際、仕事をしてみたらという

ところもあると思いますので、そういったところに関しましてはですね、勤務状況を見てで

すね、しっかりと対応をしていきたい、そういった目線での評価、基本はこの人はそういう

スキルも持ってるから、では、１０割で良いのではないかというものが、都度、少し見直し

をするような機会があっても良いかなと思いますので、そういったお考えをお持ちではない

かというところで質問いたします。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） おっしゃるとおりだと思います。勿論あの、建築とか、そう

いったところで前歴で設計事務所に勤務をいただいていた方を建築関係の技師として採用す

るという場合には、その勤務は勿論、１０割で換算をしていただくようになると思うので、

それは個々の状況に応じて判断をさせていただくということだというふうにご理解いただけ

ればと思います。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 
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○９番（菅家 忠君） では、続いて、３点目のところで少しお伺いしたいんですけれども、

こちらはですね、そのスケジュール管理ができているでしょうかというところの主旨の質問

でございます。 

  ご答弁としましてではすね、グループウェアを導入しておりますという、ところとござい

まして、あとスケジュールの、スケジュール管理だとか仕事の内容だとか、そういったタス

ク管理がきちんとできておりますかという質問でございます。そのために評価はどうなって

いるでしょうかというところでございまして、ご答弁としましては評価ではなくてですね、

特別職のスケジュールを導入しておりますという答弁ですので、例えばですね、昨年度の駅

前賑わい事業に関しまして大幅な遅れが出たなというふうに思っております。あちらがスケ

ジュール管理ができていないなと思っておりますし、タスク管理もできていないなというと

ころで私は判断しております。その結果を踏まえてどのように捉えておりますかというとこ

ろと、令和５年度、それを活かして、チェックとアクションの部分でございますので、令和

５年度、どのようなアクションをされているのかというところを質問したいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） スケジュール管理、タスク管理、勿論、今、町の現状を申し

上げますと、答弁にもございましたソフトウェアを入れてスケジュール管理、タスク管理す

る機能は持ってございますが、今現状で使わせていただいているのは特別職のスケジュール

管理を共有させていただいている部分が多いと認識してます。で、一般職も勿論、スケジュ

ール、入力して管理することはできるんですけども、現状、ちょっとあの、外からのアクセ

スができない、というところがありまして、個人的にやはり、スマートフォンのアプリであ

ったり、そういったもので個人的にはスケジュール管理されている方が多いのかなというふ

うに考えております。 

  タスク管理、勿論、先ほど出ました業務の遅れ、そういったものは本当にタスク管理がで

きていないとどんどん遅れていってしまうばかりになってしまうということもありまして、

それはまあ、勿論、各課、課内会議等で調整をしながら行ってはおりますけれども、一部の

遅れが出ているというところも、その部分については至らなかった面があるというふうに反

省しなければいけないのかなというふうに考えているところでございます。様々なタスク管

理の方法もございますので、そういったものを、なるべく使いやすい良いものを、というか

効果がある手法については、職員内で共有をしていきたいなと考えてございます。 
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○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 今使われているグループウェアでタスク管理があるというふうに読み

取れるんですけどもご答弁を、その機能はあるけれども使ってないというような答弁に聞こ

えるんですけれども、そのプロジェクト、大きいプロジェクトの中で細かな、いわゆる細分

化された、いついつまでにこれをやらなければいけない、例えば契約の日だとか、オープン

しなければいけない日、そういったものがプロジェクトとして管理ができるかどうか、大き

くスケジュール、各々のスケジュールの管理とは別にプロジェクトの進捗がわかるようなも

のが必要ではないかなというふうに伺っております。それが昨年度の事業はできていないと

いうふうな評価で、私の評価ですので、それが機能があるにも関わらず使ってないというの

は、しかも今の答弁が、あれば使っていきたいという、効果があるものがあれば使っていき

たいという、何故実践しないのかと。実践したうえでサイボウズ、たぶん、おそらくグルー

プウェア、サイボウズだと思います。サイボウズは使いにくいから新たなものを探している

ところですというような答弁ならわかるわけです。その辺りの少し、答弁がわからないので、

その辺りは丁寧な説明いただいていいでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） おっしゃるようにサイボウズ、今使っております。スケジュ

ールにつきましては共有、そのグループウエア内で共有をさせていただけるので、使ってい

る人もいる、使わない人もいるという部分がございます。徹底していないという部分が一つ、

課題なのかなというふうに考えてます。ＴｏＤｏ、タスク管理、ＴｏＤｏの機能もあります

ので、その辺はなかなか、そのＴｏＤｏの機能を知らない、周知していない部分も今、面も

ありますので、その辺は使う、そのサイボウズを使う人、また、自分で持っているアプリで

管理をしている人、その辺はちょっと徹底していない部分もありますので、手法について、

そのサイボウズを使う・使わないも含めますけども、やり方についてちょっと課題だと考え

ております。ということでご理解いただければと思います。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） この質問に至ったところはですね、皆様のお仕事の内容をですね、距

離を置きながら拝見しておりますけれども、職務分担と意思決定というものが私はちょっと

不透明だなと思っておりますので質問に至っております。 

  ですが、私は魅力ある職場というのは、職務分担がしっかりしておる、意思決定がしっか
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りしておる、職場のルールがしっかりしておるというところが明確だなというところです。

今のところの答弁としては、そこが、まず職務分担、ルールというものがまずできていない

というふうに思っておりますので、答弁の内容としては。ですのでこのように指摘をしてお

ります。 

  その職務分担やですね、意思決定がしっかりしてある、明快である、というところの状況

はですね、おそらく、それがしっかりしておりますと、これは私の仕事ですかというものは

なくなるはずなんです。職員一人一人の意識が。で、これをやるのは当然で、これをやらな

いのは当然だという意思決定もしっかりしてくるわけです。そうすると、本来やるべき仕事

をきちんとできるというところの、モチベーションがしっかりとできてくるわけだなと思っ

ております。で、今の現状はですね、どことなく空気感を見ますと、これは俺の仕事なのか、

と思いながらされているのではないかなと思っておりますので、そういった部分を解消した

いという意図でございます。 

  例えばですね、今のところの、今の答弁のところで考えますと、その１番の在宅勤務の実

績はありますかというところで、私もないと思っておりますと、やはりないんです。それが

在宅勤務をするためにはですね、職員一人一人のタスク管理がしっかりできていないと、管

理職がタスク管理ができていないとできないわけなんです。この職員は今、今日何をやるん

だろう、何をやっているだろう、どこまでいっているんだろうというのを、おそらく管理職

の方が把握してないのではないかなと思って、細かくですね、してない。それができていれ

ば別に在宅勤務ができるわけなんです。というふうに私は思っております。なので、町がで

すね、国県はやっておりますけれども、町がですね、在宅勤務のほうをしないというところ

のご答弁をもう一度、丁寧なところを教えていただければと思っておりまして、その際には

ですね、別にできない理由を教えていただきたいわけではないんです。その、何故遅刻した

んですかというと、いくらでも理由が出てくる。けど、何かあって遅刻したのかとなると、

寝坊しましただとか、こういう事故がありましたという事実が返ってくるということなんで

す。なので、理由等は別にいらない。何があれば在宅勤務ができるようになります。もしく

は何を取り除けば在宅勤務ができますと。そういったような内容でお答えをしていただけれ

ば。まあ、理由ではないという、事実に基づいて、何を加える、何を除く、そうしたら実現

ができるというような答弁でお願いしたいなと思うので、是非、その方面でご答弁いただけ

ればと思います。 
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○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） できない理由ではないということでございます。ので、どう

したらできるかという部分については、これまで検討してきてございません。それはなかな

か、公務現場で、これがなかなかできない理由になってしまうかもしれませんが、今の現状

で公務現場、特に役場の仕事の中で在宅で対応することが、今の段階では難しかったという

ことで検討してこなかったという部分が正直なところだというふうに認識しております。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 私、只見町生まれではないので、只見に来てですね、すごく大雪の時

がありまして、通勤だとか仕事に行く時、非常に怖いわけなんです。まだ。１０年ほど経つ

んですけれども。その大雪の時に、本当にその、登庁して仕事しなければいけないのかとい

うのは疑問に思っているわけです。例えばその、ちゃんとセキュリティがあって、ちゃんと

業務の自分のやるべきことが皆わかっていればですね、家にいて仕事しても特に変わらない

んじゃないかなと思う時があったりするんです。在宅というのはこういった地域に向いてい

るのではないかなと思っております。あとコロナのところがあってですね、その自分が陽性

者もしくは濃厚接触者になったけれども、働ける体調であったり環境であったりすればです

ね、働いていただいたほうが僕は良いなと思っているんです。無理に働くというわけではな

くて、そういった機会があればですね、人件費の話も出ておりますが、そういったところと

いうものも鑑みれるのではないかなと思いますので、そういったお考えで、少しあの、国県

が実績があるのであればですね、そういったですね、その地域柄の部分も含めて働き方とい

うものを一度考えていただきたいなと思っております。 

  以前、あと、メールアドレスの件をお伝えしたと思いますが、私は個人のメールアドレス

で仕事したほうが良いなと思っているほうでございます。国や県の方とお仕事すると、必ず

上司の方がＣＣに入っているんです。そうすると、必ずその、何かあったら教育をされるで

しょうし、指導されるんだろうなと思っております。けれども、只見町の場合はもう、課の

メールにきてやっておりますので、どなたが返信されるかと。たぶん、おそらく、全員にメ

ールがいくのであれば、休み明けに２０通きていれば、２０通、全員、同じ処理をしなけれ

ばいけないという、そういう面倒な作業があるなと思っております。課のメールに、代表に

メールがきた時にですね、誰が責任を持ってやるかという、職務の範囲が不明瞭だなと思っ

ているんです。大体そういうものはルール化されていなくて、大体、忙しい人が返信をする
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というのが常だなと思っております。それで職務の、業務の、職員に対する負担が変わって

くるなと思いますので、そういったところのルール化、例えば代表メールあったら、ＢＣＣ

に課のメールを入れて、誰が、どのように返信したかわかるようなルールがしてあったりだ

とかですね、そういったルールが、お問い合わせがあったものに対して漏れないようにして

いるようなルールだとか、そういったその、職員が何をしているのかという把握する面でも

私は個人のメールアドレスで運用するほうが良いと思っておりますが、今の町の考え方を教

えてください。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） まず、最初の在宅勤務の関係でございます。現状で、またこ

れもできない答弁になってしまいますが、セキュリティの問題で、データ等、仕事で使って

いるデータ、そういったものは役場から持ち出さない。今そういうことで運用をさせていた

だいてます。その辺をどうクリアにしていくかというような検討も必要なのかなというふう

に考えておりますので、そういったことは追々、検討させていただくというふうになると思

います。 

  また、今ほどご提案いただきましたメールアドレス、個人のメールアドレスにつきまして

も、ＣＣ等で共有をしていくというご提案、本当にその通りだなという部分もございますの

で、それも今後、運用方法について庁内で検討させていただくかなと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） あと少し、細かい話について、大変恐縮なんですけれども、行政文書

はですね、数字の扱いが非常に独特だなと思っております。数字一つの場合は全角で作りな

さいと。二桁になると半角で作りなさいというふうに聞いておりまして、非常に独特な文化

だなというふうに思っております。それはですね、何か明文化されているのかなと思いまし

て調べたのですが、そのような作り方は、しなさいという、明文化されたものは見つけられ

ませんでして、その、明文化されていれはそれで良いんですけれども、私はとても議論なん

ですね。そういったところは文書はしっかり作りなさいというものが、それは重要なのか、

残すべき文化なのかというのが、どういう価値観でやっているのかと、常にまあ、疑問を持

って仕事していただきたいなと思うんです。職員の方には。漢字だとかというものは非常に

私、大事に残すべき文化だなと思っているんですが、そういった数字の部分は少し疑問だな
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と思っております。 

  そこら辺をですね、大切にされるのであれば、その委員会ですね、総務委員会なり経済委

員会なりの説明してくださる時の資料がですね、各課、バラバラなんです。これ、一時的な

ものかなと思いましたが、３年間経ってもですね、各課バラバラで出してこられるんです。

あれを見ている時点で事務がしっかりしていないなという評価をしてしまっているんです。

そのバラバラの理由がわからない。しっかり整えて作りなさいという指示がないから、ああ

なっているんだなと。議会に出てくる本番の資料というのは非常にしっかり作られておりま

すが、縦向きであったり、横向きであったりですね、書き方もバラバラというところでござ

いまして、ああいったものを見るとですね、各課のたぶん、共有ファイルというものは、そ

の個人の感情だとか感覚で作っているんだなと思いますし、ファイル名はこのようにしなさ

いというような規則も、ルールも、あったとしても運用されてないだろうなというふうに思

っております。思っているので、そういったところ、実際どうなのかというところをまず、

事実として教えていただきたいなと思っております。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） 公文書作成する場合には、公文規定というものが定めてござ

いますので、それに則って公文書を作成するということになってございます。 

  今、最初に言われた半角と全角の部分については、ちょっと私も、今、その部分、ちょっ

と確認はできませんでしたので、後程確認したいと思いますが、ただ、例規集等でシステム

を使って条例とか規則を作成する場合には、その中では一文字は全角、二文字以上になると

半角になるというようなシステムでの作成になっているというふうに私記憶してましたので、

それが規則で定まっているのかどうかというところはまた別の話なんですけれども、そうい

った状況になっているというふうにご理解いただければと思います。 

  後段の資料の作成でございますが、おっしゃるとおり各課それぞれの担当課のほうで、自

分の、感覚でと言いますと申し訳ありませんが、作りやすいように、説明しやすいようにと

いうことで各課、今作っていただいておりますので、その辺、統一したほうが良いものか、

どうなのか、ある程度のこう、フォーマットといいますか、形を作って、そういった中で統

一したもので説明をしていただいたほうが良いのか、その辺もちょっと庁議等でご意見をま

とめながら検討させていただきたいなというふうに思ってございます。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 
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○９番（菅家 忠君） 課長の皆様の、本日、だいぶ厳しいことをお伝えしておりますがです

ね、ちょっと、課長の皆様もお感じになっているかもしれませんがですね、ちょっと私のほ

うで全職員の方々にですね、ちょっと苦言を呈すようなところがあるんですけども、挨拶を

しないなというふうな印象を受けております。役場職員という方は。私、只見町に来た時に、

非常に素晴らしい町だと思ったのは、子ども達が挨拶を率先するというのは素晴らしいなと

思っております。で、もう、何故か大人になると、そういうことはしないと。で、役場庁舎

の方もなかなかしないなという印象です。印象なので。これは。町民の方もですね、なんか

役場行きづらいなというようなことがたまにいらっしゃるんです。そういう方は。で、おそ

らくそれはですね、歓迎されてないからと思っております。ウエルカム感がないというか。

で、私、いろいろな課にいろいろ教えていただく時にですね、扉開ける時に非常に意識が低

いんですよ。扉開けた時に。その、僕はですね、接客業をしておりましたから、扉が開くだ

とか、お客さん来る、非常に敏感でして、飲食店の、例えばラーメン屋さん行く時でもです

ね、扉が開いていらっしゃいませと言わないお店ってあんまり好きじゃないんですよ。何故

か、歓迎されてないなと思うから。帰りにありがとうございましたも言わないような店とい

うのは、やっぱりそういう評価になるんです。その意識って、役場の職員の方って、ちょっ

と、どのぐらいお持ちかなと疑問に思うんです。そこの意識って、その、ね、今更言うこと

かっていうレベルなんですけど、今更言うことかというレベルだなと思っておりますので。

課長の皆さんにお願いしたいのはですね、お願いする場ではないんですけども、率先してで

すね、課長の方がですね、挨拶されると、それは下の者もやらざるを得ないなと思っており

ます。その中間の職員の方も指導しやすいと思うんです。そういった雰囲気って非常に大事

だなと思いますし、私、この仕事だから役場庁舎来て、いろいろとお話しますけど、暗いん

ですよ。役場が何かこう、やろうという、前向きなプラスの雰囲気が出てないなと思うとい

うのは、そういった空気づくり一つから始めていいんでないかなと思っておりますので、嫌

なことばかりをちょっと言いますが、そういったところを少し、基本の基だと思いますので、

きちんとやっていただきたいなと。扉を開けて、来庁者の方に対して、自分が担当してない、

全然関係ない人でも、きちんと挨拶をしなさいよというご指導はしていただきたいなと思っ

ております。ご答弁をちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） ありがとうございます。 
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  挨拶につきましては、町長からも常日頃、来庁者に対してはきちんと挨拶をして出迎える

ようにということで、気を付けて行っているつもりではございましたけれども、また今、そ

ういったご意見をいただきましたので、改めて徹底をさせていただきたいというふうに考え

ております。ありがとうございます。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 私もですね、職員の方、お会いしましたら、そのように、気持ちよく

挨拶してくださるようにお話をしていきたいなとは思っております。 

  ４番目のですね、有休消化についてはとても良いことだなと思っております。特に１時間

の取得があるという、時間ごとの取得があるというのは非常に良い職場だなというふうに思

っております。そういった空気、そういう使い方があるよというのは、いろんな方々、職員

の方に知っていただいてやっていただきたいと思っております。有給の取得率というものが

令和２年度のものが公開されておりましたので、有給の取得率、目標は３５パーセントで、

令和２年度は２９．３パーセントというふうに載っておりましたので、そういったところの

取得率の向上に対して、有給の取得率の向上に対して、どのようなことをされているのかだ

とかですね、直近の令和３年・４年とか、そういったところの向上していれば良いなと思い

ますので、そういったデータをお持ちであれば教えていただきたいなと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） 休暇の取得率でございます。一般質問の通告にもございます、

子育て休暇について、ちょっとご紹介をさせていただきますと、令和４年では５３人の使用

者がありまして、トータル、取得できる日数が３７１日。で、そのうち２２２日ほど取得し

ておるので、６０パーセントぐらいの取得率でございました。反面、通常の年次有給休暇の

ほうにつきましては、トータルで２９．８パーセントということで、なかなかあの、通常の

年次有給休暇のほうが取得率が上がらない。これ、夏季休暇であったり、その他の休暇もあ

りますので、そういったものを有効に使いながらということになってますので、業務を整理

しながら、なるべく有給休暇については取得していくよう努めてまいりたいというふうに考

えてますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 私は有給の消化率というのは、その業務量のバランスと職員数のバラ

ンスに関わってくるなと思いましたので、その前段としてちょっと伺っておりました。 
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  その次に、先ほど私が大事にした、職務の分担と意思決定というところの部分のところに

対してですね、意思決定というものに対してどのようなお考えをお持ちかというところをも

う少し掘り下げて議論をしたいなと思っております。 

  意思決定が明確な組織が私は前からの組織、そういう組織が好きなので、そのほうが良い

なとは思っております。例えばですね、ちょっと、公平性について少し町の考えを伺いたい

んですけれども、公平、私ども、お互いの仕事は公平・公正であるべきだというふうな、思

っておりますので、公平というものはどのようなものだというと、ちょっと先にお伝えしま

す。失礼しました。ほかのちょっと、自治体のところなんですけれども、例えばですね、こ

の事例は公平かどうかという判断をしていただきたいので事例を一つ申し上げます。 

  とある市ではですね、コロナで、今、市民税が落ちていると。それに対して不動産に対す

る固定資産税が割合が大きくなっていると。で、地価が下落、このまましてしまうと税収も

減少してしまう。なので、そうすると、では中心市街地の面積は全体の１パーセント、非常

にわずかなんですけれども、全体の町の固定資産税の割合が２０パーセントを占めていると

いうところで、その小さい面積、ごく一部のところなんですけれども、税の割合としては非

常に大きい場所がありますよという、そういうところがあります。なので、そこの地価が落

ちると、非常に税収が減ってしまうという状況です。それに対して、ここの地価が落ちない

ように、重点的に投資をするというところに対して、これは公平なものなのか。公平ではな

いのか。これに事例に関してはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） 大変難しいご質問だというふうに、ちょっと私は考えており

ますが。その投資する内容等にもよるのかな、どういった、行政としてどういった投資をし

ていくのか、にもよるのかなと思いました。大変申し訳ありません。ちょっと私のほうで今、

それが公平かどうかというのは、ちょっと判断、つきにくい、と思いました。申し訳ありま

せん。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） ではですね、例えばですね、その後、そこの税収があるからですね、

その中心市街地以外のところの方にも、いろいろな公共サービスが提供できるという、そう

でなければ公共サービスの値段が上がる。例えば上下水道の値段が上がるだとか、いろんな

公共サービスの値段が上がりますよというところの、あると。なので、私はですね、これは
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公平性があるなと思っているんです。そこに投資をする瞬間は公平性はないなと思っており

ます。けども、周りまわって公平性があるなと思っております。みんなが利益を、公共の利

益を有するなと思っております。 

  何故、こんなことを言うかというとですね、昨日から第三セクターの話だとか、湯ら里の

話だとかというのは、そういった理解の話の理解でもあるなというふうには思っております。

そういった部分というものがですね、これはほかの市で、ほかの市の市長の方のお考えです

けれども、あのですね、これは、先ほど公平ではないなという判断も勿論あると思うんです

が、それはですね、公平性の罠だというふうに、その市長はおっしゃっておりました。それ

はどういうことかというと、そこの、それは公平ではないという見方は、それは入り口の公

平性である。分配の公平性しか見ていないって。それに対して重点的に投資をした結果、大

きく変わってきて全町で利益があると。それは、そうなると結果の公正性というものがある

と。なので、行政職員というのは、その入り口の公平性、分配の公平性を見がちだが、最終

的に重点的不公平な投資をすることによって、結果の公正性というものを得られるという視

点を持たなければならないというふうに書いてありましたので、私は非常にそのとおりだな

と思っておりました。 

  その次がですね、非常に、ここからもう非常に重要な話だなと思ったんですけれども、そ

うすると、あのですね、町民の方、住民の方は不満なわけですよ。何故、あそこばかりと、

いうのは、それは至極当然のことだと思っております。で、その方々に、その市長がですね、

皆さん不満ですよねと。あそこばっかり投資してと。それは不満ですよねと。けれども、そ

の代わり、あそこがあるから、皆さんが使っているこういった税金、ここの利用のサービス

が安くなる。ここも安くなる。なので、でも、しょうがないですよねと言うと、みんな、し

ょうがないと言うそうなんです。で、そのみんなというのは、ほとんど大多数のところがし

ょうがないというところです。それはですね、本当は気に入らない。だけど、しょうがない。

だから反対はしないという、いわゆるサイレントマジョリティーという、何も話さない、声

なき声の賛成の大多数の声ということです。なので、反対を示す人というのは、本当はごく

一部なのではないかという見方です。そういった、論理的な話を熱量を持って話すことが大

事だと、その市長おっしゃっておりまして、その方がですね、その説明責任という言葉、い

ろいろあると思いますが、説明責任で止まっているからだめなんだというふうにおっしゃっ

てました。それは説得の責任が必要だと。これからの行政は。そういった方々に対して、デ
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ータを持って、熱量を持って、しっかりと説得をすることが大事であるというふうに書いて

ありまして、私は本当にそのとおりだなと思っております。で、今の市民に嫌われることを

俺はするというふうにおっしゃっておりまして、今の市民に嫌われるかもしれませんが、将

来の市民に重要なことであれば進めるというふうに言っております。私はその市長の姿勢は

とても共感をしておりますし、そのとおりだなと思っております。ですので、前々回ほどで

しょうか、対等な立場で議論しておりますかというような失礼な質問をした記憶がございま

すが、第三セクターの話がですね、なかなか、少し、うまく進まないというのは、課長、担

当課長の方が説明をしているから話が進まないんです。なので、それは説明員の権限超えて

説明できないからできないわけです。説得はできないわけです。ですので、そこに対して、

停滞感があるのであれば、町長自ら説得説明が必要なのではないかなと思いましたので発言

しました。 

  少し、ちょっと、話はそれましたが、そういったところの意味の発言でした。ですので、

皆さん、行政職員の方でまあ、いろいろと事業を精査する中でですね、こちらの答弁にもあ

りましたけれども、外部に出せるものは出したほうがいいなというふうなところがあった時

に、その出すときに、そこに出していいのかどうかだとか、そういった、そこに出すと公平

性がどうなんだというような話をするときに、それは公平性が保てないから、そこに出すべ

きではないというようなお考えは勿論そのとおりなんですけれども、それは入り口であって、

じゃあ、その方々がしっかりやってくださって、周りまわって全体的な結果の公平性に繋が

るのであれば、それは自信を持って出してほしいなとは思います。そういった公平性という

考え方というものもありますし、それは私の考えではなくて、世界から表彰されているよう

な市長のお考えですので、頭角を出してきた方のですね、頭を削ったり、足を引っ張ったり

して、公平性をですね、保つということはよくあることだそうです。ほかの地域で。なので、

そういったことはない町にしたいなというふうに思っております。 

  ちょっと長くなりましたが、今までの話でのご答弁がありましたら、お願いしたいなと思

っております。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） それでは私からお答えさせていただきます。 

  中途採用の件につきましては、総務企画課長はまあ、正確を期して、個別にやらなければ

ならないと、当然の担当課長のとしての答弁だと思います。私のあの、受け止め方としまし
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ては、基本、そのとおりなんですが、従来の考え方ですと、民間８割という場面もあったん

ではないかなというふうに思っておりますので、やはり同じ、公がつく、例えば公社とか、

公団、今ありませんけど、ほとんど。そういったところで、あと１０割換算ですが、民間だ

と８割ということは過去にはあったんではないかなというふうな、私の主観入りますが、思

っております。ですが、議員おっしゃりたいのは、どういった人材を求めているのかと。観

光だったら、その観光の経験のある人だったら１０割で良いでしょうと。いくら民間だとし

ても、というお話だと思いますので、そういった趣旨は十分わかりましたので、その辺はな

お検討いたさせまして、望ましい方向に持っていけるように、いろんな指導、規則もあると

思いますが、検討していきたいというふうに思います。 

  それから文書に関しましては、今、３番議員、齋藤議員が、だいぶ、昭和５０年代の話に

まで遡りますが、それまで文書が、職員の机のところにそれぞれ入っておりまして、その職

員が休むと、なかなか、その文書がわからないという時代が、私がまあ、職員に入った、本

当に新米の頃に、そんな話いろいろ課題があるのを先輩方が検討されている記憶があります。

それで、文書管理規定というのを作られまして、やはり、一年経ったのは、すぐあの、それ

こそ建制順といいますか、文書管理規定に基づいて、ちゃんと書庫に保管するという規定で、

さらにそれが永年であったり、１０年、５年という、ちゃんと根拠に基づいて何年間保存す

る。それが期間過ぎた後は資料として価値があるかどうかという判断をして、また残すんだ、

もしくは処分するんだという管理規定を、昭和５０年代に率先して３番議員が務められて、

今の只見町役場の文書管理規程の一番大事なところをそのままずっと続いてます。ですが、

その後の改正は大きく改正ありませんので、やはり、時代の変遷とともに、やはりその辺の

ことも、今、デジタル化も進んでますし、考えていかなければいけないでしょうというご提

案だと思いますので、また受け止めさせていただきました。 

  それからあの、タスク管理のこと、まったくそうだと思います。本当に、よく行政は言わ

れますけども、自分でゴールを伸ばすという、これ、ちょっと耳の痛い話を言われたことも

あります。いつまでにやりますと言っておきながら、自分達の都合でまたゴールが伸びたな

ということを、過去にも耳の痛い事言われたことありますが、やはりそれが、ちゃんとタス

ク管理をして、何をやらなければいけないか。何を、いつまでに準備していかなければいけ

ないかと。例えばあの、そういった業務が多岐にわたりますので、そういった事柄だけで整

理できる仕事ばかりではありません。正直。ですから、極力、そういうふうにできるのはや
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っていくと。ただ、総務企画課長申したように、多岐にわたってなかなかそれに表しにくい

仕事も一方ではあるということもご理解をいただきたいなというふうに思います。 

  それから、挨拶含めてウェルカム感がないというお話で、私も挨拶は努めておるつもりで

すが、まだまだ私の力不足を今日のご質問から受け止めさせていただきました。今後改めて、

やはり町長が率先して、また副町長、教育長、担当課長が、庁議構成員が、率先して挨拶し

なければ、職員に挨拶しろではなくて、ここにいる面々が率先してやる役場にならなければ

いけないわけでありますので、改めて非常に大切なご意見でありますし、そういったことで

努めていきたいというふうに思います。 

  あとは同じく、常任委員会等の資料提供につきましても、その辺のバラバラ感のことにつ

きましては、先ほど総務企画課長申したように、その辺は検討させていただきたいと思いま

す。 

  そしてあの、最後に、大変貴重なお話をいただいたなというふうに、私もあの、公平性の

罠ということを初めて聞きました。どうしても行政の場合、入り口の公平性、分配の公平性、

確かに言われると、そこにこう、恐れてしまうといいますか、そういったことに対して、ど

ういうふうに説明できるのかなということを、私自身も自問自答を日々しております。そう

いった中でやはり、ここはあの、結果の公正性という、本当に大切な視点だと思いますので、

やはりそこにはあの、今の市民、今の町民に嫌われても、将来の市民、町民に良くやってく

れたと言ってもらえるような覚悟が必要だと思います。正直、今の町民に嫌われたくはあり

ませんが、勿論、嫌われたくはありませんが、やぱり、その説得の責任という覚悟を持って、

将来の、昨日らい、少子化の問題、町が生き残れるかという多岐にわたるご質問をいただい

ておりますので、やはりそういった覚悟としっかりした考え方を持って、行政に取り組まな

ければいけないという、改めて叱咤激励をいただいた気持ちでありますので、しっかりとご

意見を受け止めさせていただきまして、ここにいる職員と共にしっかり頑張っていきたいと

思いますので、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 私もできればですね、今の町民の方々とは仲良くしたいなと思ってお

りますし、嫌われたくないなと思っておりますが、そのあたり難しいなとは常日頃、私も思

っております。 

  その方がですね、その市長がですね、おっしゃっていて、もう一つ良いことをおっしゃっ
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てましたのは、その町民が嫌がることをやるということは、傷みを伴ってもらうということ

で、そうすると行政職員、行政側も、ちゃんと痛みを伴わなければならないというふうにお

っしゃっておりまして、そうするとですね、すぐ給与カットのほうをイメージしやすいんで

すけれども、そうではないよと。給与カットではなくて、その残業代を減らすというところ

をお話しておりました。確かに同じ人件費だなと思っておりまして、そのうえで、そうする

と繋がっていくというところは、その業務量の部分というものが大事になってくるという。

残業が多いということは人が少ないのか、業務が多いのかなというところで考えております。

業務が多いというところで、業務を精査しなければというところに関しての判断の大きなと

ころが、私が先ほどお伝えした今の住民の方なのか、将来の住民の方なのかというバランス

はとっていかなければならないなと思っております。そこというのはですね、非常に勇気が

いるなと思いますし、けれども今までの業務が精査できないというところは、やはり、今の

住民の方々のご意見を尊重をしっかりとしてくださっている表れだなというふうに思ってお

ります。ですので、その割合というものを少し変えていかなければ、どこにしわ寄せがきて

いるのかというところは見えていらっしゃると思います。で、その結果、どうなるかという

ところは近隣市町村で起こったようなことは、この町では起こってほしくないなと思ってお

りますので、そういった主旨での質問の発言となっております。 

  ですので、担当は担当でですね、現場のことは一番見えているのではないかなと思います

ので、できればそういった担当の職員がですね、やりたいと思ったことはですね、できれば

やらせたいなと思っております。で、その中でいろんな失敗だとか経験を踏まえて成長して

いくわけですので、やはりこう、やらされている仕事よりは、やりたいと思った仕事ができ

る環境に、まずは業務を減らして、やりたいと思ったことをやれる環境、そのうえで勉強す

る時間だとか、あと先輩が教育する時間というもの必要でしょうから、答弁のほうにはです

ね、今の業務、日常業務ではバランスはとれているというところですけれども、やはりその

先輩が後輩に教える時間はどのぐらい見ていらっしゃるのかだとか、後輩は後輩で勉強する

時間が業務の中でどのぐらいとれているのかというところは、少し、この答弁からなかった

ものなので、そういった視点が抜けていたら大事にしていただきたいなと思っております。 

  私もですね、常日頃ですね、なかなか難しいなと思うんです。町民の方の意識も変わらな

ければいけないなと思いますし、私ども議員も、議会も、町の職員の方も皆さん、町の幹部

の方々も皆さん、変わらなければいけないなというふうに思っておりますので、特にですね、
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そういったところというのは、なかなか変わるというのはハードルが高いんですけれども、

第三セクターの部分に関してのところでですね、やはり、ちょっとそこのあたりがですね、

一歩踏み込んだ、やはりその説得の説明というものの話がやはり重要じゃないかなと思って

おります。 

で、判断基準のところ、先ほどの公平性の話でもあるんですけれども、まちづくりの意思

決定というものはですね、私はですね、その住民の福祉の増進、向上が大原則である仕事だ

と私達は思っておりますので、なので、その福祉という意味は、私はその、最近の言葉です

と、そのウェルビーイングという言葉ありますので、いわゆる幸福度、住民の幸福度を増進

させることが意思決定の大原則だなというふうに思っておりますので、そこを大事に意思決

定をしていただきたい。そういった意味での公平性という意味を持った組織をつくっていた

だきたいなと思っておりますので、その辺りというところを今一度検討をしていただきたい

と思います。 

以上で、私の一般質問終わりますので、最後、町長の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 一般質問を通じまして、今またあの、菅家議員から、本当に示唆に富

むお話を、ある市長さんのお話だという例えの中で教えていただきました。 

  どうしても住民の福祉の増進といいますと、高齢者福祉とか、児童福祉とか、障がい者福

祉という、その部分に限った福祉をどうしても思いがちですが、やはり、満足度、幸福度と

いいますか、そこが最も大事なんだということを改めて教えていただきました。やはりあの、

入り口での公平性、分配の公平性を意識するがあまり、ちゃんと、なんといいますか、説得

の責任を持ってことにあたることが不足していたのかなというふうに私自身、今の質問を通

して気づきをいただきました。ので、やはり今後、第三セクター、新会社につきましては、

私としては勿論、結果の公平性があるものと、今のお言葉をお借りすれば、結果の公平性が

あるものと思って進めておるつもりですが、それが届いていないということが昨日の一般質

問、今日の一般質問でわかりましたので、改めて私のほうで、担当課長も一生懸命説明させ

ていただいてもらってますが、私としては、そういった説明の責任から説得の責任というこ

とで、あまり皆さんから嫌われては困りますけど、ですが、あんまりそれを恐れるがあまり、

将来の町民から総好かん食ったんでは、それはもっと悪いことでありますので、今のお言葉

をしっかり受け止めまして、またあの、昨日からいただいたご質問の内容も全て受け止めま
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して、また庁議構成員、あと、この中継を通じて職員も聞いておると思いますので、またそ

の辺のことをしっかりと検討して、タスク管理のことも含めまして、一つ一つ事業に取り組

んでまいりたいと思います。 

非常にあの、一般質問ではありましたが、私の知らないことをいっぱい教えていただきま

して、非常に今後の、我々業務の、大変力になるものというふうに感じました。 

誠にありがとうございました。 

○９番（菅家 忠君） ありがとうございました。 

  終わります。 

○議長（大塚純一郎君） これで、９番、菅家忠君の一般質問は終了しました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３５号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大塚純一郎君） 続いて、日程第２、議案第３５号 只見町税条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） 説明の前に資料の配付の許可をお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 資料の配付を許可いたします。 

          〔資料配付〕 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（増田 功君） 議案第３５号 只見町税条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

  この条例につきましては、現行の原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型

原動機付自転車、いわゆる電動キックボード等でございますけども、に係る軽自動車税、種

別割の税率を２，０００円とするものでございます。 

  お配りいたしました資料の裏側をご覧いただきたいと思います。 

  特定小型原動機付自転車の車両区分創設に伴う対応ということでございますけれども、道

路交通法の一部を改正する法律、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令において、
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現行の原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型原動機付自転車に係る軽自動

車税種別割の税率を２，０００円とするものでありまして、下に米印がありますけれども、

原動機付自転車のうち電動機の定格出力が０．６キロワット以下であって、長さ１．９メー

トル、幅０．６メートル以下、且つ、最高速度時速２０キロ以下のものを特定小型原動機付

自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車として定義するものでござい

ます。こちらのほう、ナンバープレートを付けて走行するものであります。令和５年の７月

１日から改正道路交通法施行の日からの施行でお願いするものでございます。 

  説明は以上です。 

○議長（大塚純一郎君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。  

  議案第３５号 只見町税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決するにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（大塚純一郎君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 
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     ◎議案第３６号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大塚純一郎君） 続いて、日程第３、議案第３６号 職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） それでは、説明の前に資料の配付を許可いただきたいと思い

ます。 

○議長（大塚純一郎君） 資料の配付を許可いたします。 

          〔資料配付〕 

○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（増田栄助君） では、議案第３６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  これにつきましては、新型コロナウイルス感染症が２類から５類感染症のほうに位置づけ

られたということに伴いまして人事院規則が改正されております。このことにより防疫等作

業職員の特殊勤務手当について今回削除をさせていただくものでございます。 

  お配りした資料をご覧いただきたいと思います。 

  ２条において、２条の第４号において、防疫等作業職員の特殊勤務手当を定めてございま

して、第６条において、その特殊勤務手当の内容が記載されてございました。この部分につ

いて削除をさせていただいて、以下の条数を繰り上げさせていただくものでございます。 

裏側につきましては防疫等作業職員の特殊勤務手当の内容でございます。（１）４，０００

円、（２）の部分について３，０００円。この部分について削除をさせていただくものでござ

います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ７番、酒井右一君。 

○７番（酒井右一君） 職員の特殊勤務手当を、簡単に言うと、コロナ対策における特殊勤務

手当をなくするというのが改正の主旨ですか。 
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○議長（大塚純一郎君） 総務企画課長、増田栄助君。 

○総務企画課長（増田栄助君） はい。そのとおりでございます。 

  今般ございましたコロナウイルスに対する、接触したり、そういったこと、作業に対して

の特殊勤務手当については終了させていただく、なくするものでございます。 

○議長（大塚純一郎君） ７番、酒井右一君。 

○７番（酒井右一君） これは町長に伺ったほうが良いかと思いますが、ご承知のとおり、コ

ロナはまあ、当初、中国の武漢から発生して、戦略（聴き取り不能）兵器だなんていう話も

ありまして、変遷して今回、我々は６回ほどワクチンを打ちましたが、ただ、その正体がわ

からない。これから先もわからない。後遺症もわからない。非常に何もわからない中での５

類変更ということ。を受けてのことだと思いますが、職員、先ほどあの、菅家君の職員に対

する様々な助言もあったかと思うんですが、一番大切な町のその職員、そこで今、早急にそ

の特殊勤務手当を削ってしまうとした場合、医療現場の職員の方々、または携わる方々が、

まだまだその、職員を雇用して使う側の労働安全の観点からして、まだもう少し様子見たほ

うがいいんではないかと思われるんですが、まあ、人事院の勧告なり何なりあると思います

けれども、町の給与条例ですから、これはあの、町長がそういう趣旨を持たれれば半年、一

年先に、少しはコロナの正体がわかるまで、現状維持という形にはいかないでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） ただ今、７番議員から、今条例の一部改正の中で本当に新型コロナウ

イルスの感染症の正体が下火になってきたとはいえ、５類相当になったとはいえ、まだ懸念

が完全に払しょくされたわけではないと。そういった環境の中で職員のこのような手当てを

なくしていいのかと、もう少し正体がわかるまで置いてもいいんではないかというご質問だ

と思います。そういった考え方、職員のこと、健康状態を思っていただいて非常に一方であ

りがたいなというふうに思いつつも、この、うちの町でこういったことにつきまして、医療

的なこと、科学的なこと、そういった知見、判断をすることは十分ご存じのようにできませ

んので、やはり、国、厚生労働省や福島県のそういった指導といいますか、情報提供といい

ますか、そういった中でやはり他市町村の足並みも見まして判断をせざるを得ないというふ

うに思っておりますので、一部条例改正をお願いしたいと思います。ちなみに、先の南会津

広域圏組合の議会の中でも、救急車で出動する消防職員についての手当も同様に広域圏議会

でお諮りして、なくするということで議決をいただいております。そういったこと総合的に
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考えまして、今般はこのような中で条例の一部改正をお願いしたいと思いますので、そうい

ったご意見は十分受け止めながらも、先ほど申し上げましたことから、総体的な判断といた

しまして条例改正を是非ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） ７番、酒井右一君。 

  ３回目。 

○７番（酒井右一君） そんなにあの、食い下がるつもりはありませんが、ただ、化学的な、

あるいは感染症の解明という意味でのしっかりした根拠がない。どちらかというと南会津の

広域圏なり、他町村なり、県なり、県から指導を受けてはいられめえけども、まあ、いわゆ

る自治体独立の精神から言えば、もう少し科学的な、医学的な根拠があったから、こうだと

いうような話はしていただきたいなと。ただ、ワクチンも６回ですから、非常にあの、効い

ているんだと思いますが、懸念されるのは先般、尾身会長、元会長さんでしょうか、第９波

がくるよと。それから後遺症についてまず何もわかってないという状態でした。そういった

ことから、かなりそこの政治的な判断が働いて、科学的な判断が疎かにされているんではな

いかなという感じをうけましたので、せめて地方自治における只見町の独立性を保つうえで

も、町長権限である給与条例の改正といいましょうか、何といいましょうか、そこら辺はど

うなんでしょうかと。その、長くなりましたが、科学的な根拠を持ってやっておられるのか。

政治的な判断をやっておられるのか。このどちらでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 確かにあの、地方自治体でありますので、７番議員がおっしゃるよう

な、そういった判断もあっても良いと思います。ただ、今般は、５月８日からですか、５類

相当に引き下げとする中で従来、公費負担であったものを被保険者負担といいますか、本人

負担といいますか、そういったふうに国のほうの保険の関係やいろんな支援関係も変わって

きております。そういった中で公務員である職員のこの手当のみを残すというのも、なかな

か全体的なバランスの中で難しい判断があって、結局、このような流れになっていると思い

ますので、医学的なことは先ほども申し上げましたが、私どもでは判断できませんし、独自

のそういった研究所であるとか保健所をもっておる自治体でもありませんので、ここはある

意味、国や県の、政治的と言われてしまえばそうだかもしれませんが、行政的な面から国や

県の考え方を尊重してこのような条例改正でありますので、一方の考え、判断もあるという

ことはわかりつつも、今回このような判断をさせていただきましたので、なにぶんご理解を



- 169 - 

 

賜りたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） ほかにありませんか。 

  ５番、中野大徳君。 

○５番（中野大徳君） この条例改正には私は何ら異論はありませんけども、ちょっと話、ち

ょっと飛んで申し訳ございませんが、診療所の対応、例えば発熱外来とか、そういった町民

の対応は何か変わるようなところはありますでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 診療所事務長、横山伸成君。 

○朝日診療所事務長（横山伸成君） 診療所のほうの発熱外来といいますか、発熱者の受入れ

についてのお質しでございますが、５月７日までと５月８日以降で基本的には変わらず、と

いうところでございます。今、現状としましては、電話で予約をいただいて、車で、ちょっ

とあの、玄関の前の、車で待機いただいて、着いたら連絡をいただいて、医師が検査に向か

うということでやらせていただいております。５月８日、切り替え当初は、ちょっとあの、

非常口といいますか、そちらのほうに、中に椅子がございますので、そこで時間差で予約を

入れて待機してみようというふうにもしたんですが、ちょっと煩雑になってしまうので、や

はりあの、従前のとおり車で待機していただいて、そこで検査するということで今現在やっ

ております。 

  以上です。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第３６号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可

決するにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３７号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大塚純一郎君） 続いて、日程第４、議案第３７号 只見町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例を議題といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） 説明の前に資料の配付の許可をお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 資料の配付を許可いたします。 

          〔資料配付〕 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（増田 功君） 議案第３７号 只見町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例であります。 

  これにつきましては被保険者の経済的負担を軽減するため、基金繰入により税率を引き下

げる改正をお願いするものであります。 

  資料、お配りいたしました資料によりまして説明をいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 保健福祉課長、吉津瑞穂君。 

○保健福祉課長（吉津瑞穂君） それでは、私のほうから、ただ今お配りしました資料の令和

５年度只見町国民健康保険税課税関係資料に基づいて簡単にご説明を申し上げます。 

  表紙おめくりいただきまして、資料１－１でございます。令和５年度の国民健康保険税の

算出について、主格担当課である保健福祉課のほうから説明を申し上げます。   

  まず、国保の財政運営主体が県になったということで、現在、町は保険税を集めまして県

に納付する形となっております。納付金額につきましては県が試算をしまして町のほうに通

知をすると。で、令和５年度の納付額につきましては、この資料１－１の一番上の表をご覧

ください。こちらの左端にあります納付金額①というのが今年度、県に納付する額となって
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ございます。９，４４２万７，１２４円ということで、前年度と比べますと約９４０万円ほ

ど減額となっております。そちらの納付額から、これから収入であったり支出であったり、

様々、調整率を掛けて、あとは一般会計からの繰り入れ分も差引をしまして、令和５年度の

国保税の所要額をこの表の一番右端ですね、の額を算出をいたしました。こちらが６，６７

７万３，８８２円となってございます。 

  続きまして、一枚おめくりいただいて資料２ページ目をご覧ください。この資料１－２の

中段ご覧いただくとわかるかと思うんですけれども、先ほど申し上げました国保税の所要額。

こちらに令和４年度の税率を掛けますと、一人当たりの税額が約９，１００円ほど増えてし

まうという計算になりました。原因としましては前年度よりも全体の所得の額が増えている

ということ。あとは被保険者数が減少しているということが考えられます。昨今、物価高が

続いておりまして、またコロナが５類へ変更になったということで、医療費の自己負担も今

後発生すると。さらには、コロナ禍が終了したことで活動が活発化によって出費が増えるの

ではないかということが予想されますので、保健福祉課としましては被保険者の経済的負担

を軽減したいということから、今年度については国保の税率を引き下げたいというふうに考

えております。しかしながら、令和１１年に税率が統一化、県下統一ということになります

ので、そうなると保険料の上昇ということが今後見込まれますので、過剰な引き下げは極力

避けたいということもございます。今年度につきましては、今後の影響を最小限にしつつ、

被保険者が減税を実感できるような率にしたいということから、基金を９００万円導入をい

たしまして税率を下げ、一人当たりの税額を概ね７，５００円ほど減額したいというふうに

考えました。 

基金９００万円の根拠といたしましては、資料の１０ページ目をご覧いただきたいんです

けれども、１０ページ目、資料６でございます。こちらが支払準備基金の額ということで、

左上の表を見ていただきたいんですけれども、現在の令和４年度末での基金保有見込み額（Ｂ）

と書いてあるところでございますが、こちらが９，１９４万３，０００円ほどございます。

その上の表ですね。基金上限額ということで３ヶ年の平均の４分の１が一応、基金上限額と

いうことになってございまして、こちらが８，２８８万９，８２７円と、差額がおおよそ９

００万円ということで、令和５年度についてはこちらの差額９００万円を繰入れまして税額

を下げて経済的負担を軽減したいということで考えました。税率の細かい点については町民

生活課のほうからご説明いたします。 
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○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） それでは、３ページ、資料２－１をご覧いただきたいと思い

ます。こちらのほうで説明をさせていただきたいと思います。 

  基礎表の医療と支援分でございますけれども、保険税の収入見込みの大半にこちらのほう

でなることから、こちらの表で説明させていただきます。税率引き下げで試算したものにな

ります。 

  まず右の上をご覧いただきたいと思いますけれども、基数調査日とありますけれども、こ

ちらのほうは４月１日現在で、世帯数５５７世帯。昨年度より４８世帯減。被保険者数では

８２５名と８０名の減となっております。 

  ページの左下の比較表をご覧ください。 

  所得割と書いてある列は被保険者の課税標準所得、均等割とある列は被保険者数、平等割

とある列は世帯数を比較してございます。所得割については増えておりまして、それぞれ均

等割、平等割については減になってございます。こちらの課税標準額は増えておりますけれ

ども、それぞれ前年と比較しまして減になっておりますのでご確認いただきたいと思います。

課税標準所得につきましては４億８，３１０万８，３２３円と昨年度より３，７７８万３，

０３５円の増となっております。ページ２、下の一人当たりの平均課税所得をご覧ください。

今年は５８万５，５８５円と、昨年度より９万３，５１３円ほど高くなっております。被保

険者数、世帯数とも減っておりますけれども全体の所得が上がっております。所得が上がっ

た主な要因といたしましては、コロナ禍の沈静化傾向による経済活動の回復、農家の米価の

一定の回復が要因と考えられます。税率の引き下げに伴いましてページ左下の比較表の下段

をご覧いただきたいと思います。一人当たりの課税は７万４７７円と昨年度より４，４３０

円低くなっております。世帯の課税についても１０万４，３８７円と７，６６４円低くなっ

てございます。 

これらの状況を踏まえまして今年度見込まれる保険税額といたしまして中段の数式の１

段目をご覧ください。数式の左側から説明いたします。今年度課税される総額５，８１４万

４，０００円に過去３ヶ年の平均月割り減額率９６．５パーセント及び収納率９８．５パー

セントを掛けまして、５，５２６万７，０００円が収入見込みの保険税となってございます。 

続いて、次のページを、次の次ですね、５ページですか、ご覧いただきたいと思います。

資料３－１であります。医療給付分、後期高齢支援金分の税率引き下げ所得割試算例につい
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てご説明いたします。 

例年、比較ができるよう四つのケースを設定してそれぞれの税額を試算したものでありま

す。 

例の１をご覧ください。農業所得者２名。所得１５１万円のケースですが、所得税、所得

割の税率、均等割、平等割が減額となっているため、昨年度と比較して２万４，６００円の

減額になっております。以下、例の２から例の４にそれぞれ７割軽減世帯、５割軽減世帯、

２割軽減世帯でございますけれども、同様に所得割の税率、均等割、平等割が減額となって

いるため、昨年度と比較して減額となっております。 

令和５年度の国民健康保険税の算定についてはこの、今説明いたしましたことで算定して

ございます。 

資料、もう一枚の議案第３７号資料でございますけれども、こちらのほう新旧対照表にな

ってございます。この先ほどの資料で説明しました税率、そして（聴き取り不能）の３条で

すと、６．１５を１００分の５．１７に、それぞれ４条以下も今まで説明いたしました資料

の金額での、基づいての一部を改正する条例となってございます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 議案第３７号の国民健康保険税条例の一部を改正する条例の中の、第

４条中２万６００円を２万９００円に改めるということで、これは医療分の均等割にあたる

中身だというふうに思うんですが、全体としては町民生活憂慮して引き下げ図るということ

で、喜ばしい事なんですが、何故ここだけ、増額になっているのか。で、これ、前年並みに

すれば、どのぐらいの予算措置になるのか。そこを答弁お願いします。 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） これにつきましては、資料の、説明資料の２ページをご覧い

ただきたいと思います。こちらのほう、一番上のほう、現行の只見町保険税率というところ

がございまして、その下が市町村の標準保険料率というものがございます。そちらのほうで

均等割のところ見ていただきますと、②の標準保険料率、こちらのほうと現行の保険料率、
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町のほうが低くなっています。ほかの所得割のほうを見ていただくと、また町のほうが高か

ったりしております。そして、平等割のほうもそういうふうになってございますけども、こ

の一番、この説明資料のですね、中ほどに文書がございますけれども、一番最後の、以上よ

り、①今年度は税率を引き下げる、の上のほうを見ていただきたいと思いますけれども、具

体的には基金を９００万円繰入れることで一人当たりの税額を７，５４９円引き下げとし、

医療・後期・介護のバランスについては県標準保険料率に倣ったバランスとしたいというこ

とで今回させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 二つ質問しているんで、４条の、いわゆる、何故この、４条の医療費

の均等割だけ、全体としては引き下げ図っているんですが、ここだけ、医療分の均等割だけ

増額になっているのかという、理由は県の算定基準に倣ってという答弁でした。 

  ちなみに、もう一つ、私、先ほど質問しております。これを、前年度並みの２万６００円

のままにしたら、その大体、必要金額はいくらでしょうかという質問をしております。この

点についてもお願いします。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

○２番（山岸国夫君） 時間もったいないんで。 

  ちなみにですね、これ、均等割で、８２５人ですから、これ、差額３００円です。そうす

ると、約２５万円、概算で。だからもうちょっと、ここは配慮いただけるともっと嬉しかっ

たなと。２５万円の差だから、いくらでもないわけですよね。で、資料の、国保の算定資料

の８ページ、これは国保の会計の中身にもなっちゃうんですが、資料出てますので、あえて

言わせてもらえれば、この８ページの一番下から２番目、予備費のところですけど、当初予

算、それから予算減額含めて５５０万、予備費があるわけですよね。計上してます。国保財

政は県の統一化ということで、給付費が極端に増えても、納める保険料が県にあがるという

ことはないわけですよね。今年度は、令和５年度は５年度で、もう県に拠出金額決まってる

わけですから。そういう点では私はずっと、この予備費、注視しているんですが、この間、

統一化によって予備費が多額に使用されるということはほとんどない。使われることがほと

んどない科目に統一化によってなってきているという点では、もうひとひねり、配慮をお願

いしたかったなというのを思います。 

  以上です。 
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○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） 均等割についてはひとひねりということでございましたけれ

ども、今回は県との標準保険料率のバランスをなんとかこの機会にという想いがありました

のでさせていただきましたが、ご指摘いただいた点については今後、参考にさせていただき

たいと思います。 

予備費につきまして、私がお答えするのはあれですけれども、やはりあの、今般、コロナ

が収束して、今後、どのような形になっていくかということも見据えてのことというふうに

考えてございます。 

以上です。 

○議長（大塚純一郎君） ２番、山岸国夫君。 

  ３回目。 

○２番（山岸国夫君） せっかくここまで、町民生活を思って検討していただいたわけですの

で、そこは評価しながらも、先ほどもうひとひねりと、予備費の関連で申し上げました。２

５万ぐらいですから。そうすれば、そういうところはなにも県の試算に従わなくても良いと

思うんです。これは町独自で唯一、今現在できる中身で、町がやっぱり町民に責任を追える

部分だと私は思います。この税率について。これが県、全部統一されて、この税率で納めな

さいって言ったら、後期高齢者医療費と同じように、ただ、町は集めるだけ、納めるだけ、

というふうになっちゃいますけど、今は町単独でそこができて、こういうところまで検討さ

れてるわけですから、そういう点では先ほど言ったひとひねりということでありました。 

  それと、先ほどの８ページのこの予備費の関連のところで、今、課長のほうからは、これ

からのコロナの対応があって医療費が増えればどうなるかという点もありましたけど、ここ

は私、ちょっと、先ほど質問した認識と違っておるような感じもしました。で、私は、全体、

トータルでいけば、医療費が増えても、これは県からの給付金で賄えるという認識ですけど

も、そうすれば予備費は使わなくて済むという考えなんですが、この間、数年間、予備費は、

コロナというものあって使われてなかったという、のが実績かはどうかわかりませんが、使

われてないということもあって、そういう角度も含めてもうひとひねりという言い方をさせ

ていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） ご指摘いただいたこと参考にさせていただきまして、今後の
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国保税算定に活かさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（大塚純一郎君） ほかにございませんか。 

  ７番、酒井右一君。 

○７番（酒井右一君） 国保特別会計のあり方について、以前の感覚でお伺いすることになる

かもしれませんが、基金はその、保険料率の引き下げのために使ってはいけないよという鉄

則みたいなものありまして、今回、基金から９００万ほど、料率引き下げのためにという説

明がありましたが、これはあの、解釈が変わったんでしょうか。今後は保険料率引き下げの

ために基金を使うという、その馬栓棒が外れたんでしょうか。基金はその医療費が不足した

時のために使うものだということであって、かつて、本町の固定資産税の超過課税分を保険

にまわすということもありました。ただ、その後、老人保健なりいろいろできまして、変遷

はあったにしても、医療費の補填のために基金を使うんだというルールは、これは厳然とし

てあるんではないかと。まあ、そうであれば、今後、そういったことが、あと言ったとおり

です。 

○議長（大塚純一郎君） 答弁できますか。 

  町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） すみません。ちょっと今、探しておりますが、見つかりませ

ん。基金の使い方に対する決めがございまして、それに基づいてやっております。なお、ち

ょっと今見つかりませんが、そういったことでご理解いただければというふうに思います。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ４番、矢沢明伸君。 

○４番（矢沢明伸君） 今回の税率改正ということで、説明資料にありますように、税率を据

え置いたうえに一人当たりが９，１００円。それで、基金を充当して税率を引き下げて、一

人当たりの税率が７，５４９円となるということで、その点については別に良かったなと思

うんですが、一番私心配するのは、９ページの資料にありますように、ここ２・３年はコロ

ナによって医療費、いろんなあの、療養給付費の推移を見ますと減ってきたのが令和５年度

にガクンと増額しております。それと併せて、算定資料の３ページの下の四角に囲った表の

中、先ほど説明ありましたが、令和４年度と５年度の被保険者数が８０人減っている。これ

は毎年度、年齢によって後期高齢に移行する方、そういう方が移行するということが大きい
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かと思います。ということは、毎年、被保険者が少なくなってくる。そこで令和１１年の統

一化になった場合に、いろんな負担が大きくなってくる。で、前にあの、町民生活課長のほ

うから説明あったようなんですが、令和１１年までの（聴き取り不能）税額算定というか、

表を見せてもらった時に、税額が１．５倍になるような、そのような説明があったような気

がします。それで、県のほうでも、その基金を入れながら増加を少しずつ抑えなさいよとい

うような、そんな流れがあったというような説明を聞いておりますが、その辺についてひと

つ説明をいただきたい。そして、あとはあの、やはり、被保険者が少なくなっている中で、

やはりその少ない人数で大きいまた額を負担しなきゃならない。当然、税率、税額上がって

くるわけです。やはりその辺で広域化と言えども、やはり被保険者である町として、今後の

あり方というの、やはり、当然、推移を見極めながら対応していく必要があるのかな。その

辺についてお伺いします。 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） 県統一税率、令和１１年に向けて、県のほうから各町村持っ

ている基金については、その激変緩和のために使用してもいいよというお話はおっしゃると

おりございました。それで、やはりあの、将来的なことを考えますと、その基金の使い方を

有効に使って、その激変を緩和していくということ、最も重要なことだと思いますけれども、

今の段階では各町村が今保有する基金を、その統一した後にどのように、例えばその間に基

金を消化しきれなかった時にどのようにするかというような取り扱いについてのことが、こ

の前の議会でもお話させていただきましたけども決まっておりませんので、それについては

今年度の県のワーキンググループである程度の結論が出て、それに則って、その結論をもち

まして、町のほうでその激変緩和にこの基金、あるいはこの激変緩和以外でもですね、どの

ようにして基金を使用していくかというようなことになるかと思います。ですので、町民の

方にはできるだけ負担のかからないといいますか、スムーズな統一税率に移行できるように、

先ほど山岸議員からもありましたけれども、さらに知恵を絞って対応してまいりたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（大塚純一郎君） ４番、矢沢明伸君。 

○４番（矢沢明伸君） 今、課長の説明の中にちょっとありましたのは、令和１１年の統一、

移行期間になる時まで、各町村の基金はもう使いなさいよみたいな感じの、（聴き取り不能）
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ちょっと聞こえたんですが、広域化になると、もう各町村では基金を持てないのか。やはり

持てないというの、いわゆるその税額がどうなっても町村では何の対応もできないというこ

とになっちゃうんですが、基金の考え方、まだ示されてないということなんですが、やはり

心配するのは、当然、広域化になれば上がっていくわけですよ。負担が大きくなってくる。

被保険者が少ない中で、特にあの、私も年金生活、そういう、多い。あとは自営業の方とか、

そういう方にしわ寄せがいっちゃうんじゃないか。特に課税限度額が毎年上がっていきます

から、当然、一部の人に負担がグッといっちゃう。そういうきらいがあるので、今後のその

国保の運営のあり方というか、広域化という流れがあって、そちらに全部任せるのはしょう

がないのかもしれませんが、被保険者の町として今後のあり方をどういうふうに考えていく

か。その辺について町長のほうからもちょっとお話を伺いたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） まず、前段に、私あの、山岸議員の３月会議でご質問の中で、国保会

計のこと、６月会議を見通されて、基金を繰入れて、被保険者の負担の軽減を図るべきだと

いうご質問をいただきまして、私としてはそれに応えていきたいという趣旨の３月会議で答

弁させていただきました。ので、そういった国保の運協の答申内容も尊重したうえで、今回、

一人当たりの税額、一世帯当たりの税額が下がるようにご提案させていただいております。

ですが、１点、全体でいうと２５・６万の試算をしていただきましたが、確かにそうなると

全体的に下がったんでなくて部分的のところは少し上がってますという話、さっきいただき

ましたが、これ全部下がっていれば、もっと良かったなというふうに確かに私も思っており

ますが、まあ、いろいろ、技術的なこと、国保税算定の技術的なこともございますので、そ

の辺は今般はご容赦いただきたいなというふうに思います。 

  そのうえで、今度、令和１１年度ですか、そういった目標で国保の関係が統一図られると

いうことで、その辺は非常に、十分注意を払って、基金の活用を図っていかなければならな

いというふうに考えております。この辺、私も担当課長のほうにはいろいろ聞いてますが、

なかなかまだ決まってないようでして、心配したのは過去に後期高齢医療保険制度ができる

時に、もう、県のほうで一律決めてしまうということであれば、その基金を活用する時間を

失ってしまって、その軽減対策とか、そういったものに使えないということになってしまい

ますので、そういったタイミングは失したくないなというふうに思っております。一方で、

その基金を１１年度以降も活用できるのであれば、それは活用させていただかないと急激な
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上昇になりますので、その辺のことは４番議員おっしゃるとおり、十分注意を払って、激変

緩和といいますか、そういった課税をさせていただきたいというふうに思っておりますが、

その辺、なにぶん、基金の取り扱いについてまだワーキンググループでまだ検討されている

段階だということで、私もそれが活用できるのか、できないのか、そこが一番、感心、私も

あるところでありまして、その辺のところは十分、その情報収集、よく聞きながら、判断の

時期を失しないように、有効な基金活用を検討して、またその都度都度、議会の皆様と協議

させていただきたいというふうに思います。 

また先ほど、７番議員の基金につきましては、基本的には本当に医療費が、様々な重症の

方がいらっしゃったり、いろんな高度医療の関係で急激に医療費が上昇するということで、

そういったために基金を備えておくというのが本来であろうというふうに私は理解しており

ましたが、そういった中にあっても先ほど保健福祉課長から説明ありましたように、その計

算上、９００万ほど、限度額と若干余裕があるということで説明を受けましたので、その範

囲の中でということで今回、繰入するという判断をさせていただきましたので、７番議員の

おっしゃる趣旨も私も同様に思っておりますので、そういったこと含めながら、全体的な、

被保険者の方の負担をなるべく軽減を図るということと、全体的な国保財政の安定的な運営

に努めていくという両面から、今後さらに勉強を重ねながら、皆様方と協議を重ねていきた

いと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） ４番、矢沢明伸君。 

○４番（矢沢明伸君） 今、町長のほうから言われたように、後期高齢と同じように、もう、

５年間くらいは移行措置あったんですが、もういっぺんになると、納めなさいよという形で、

もう融通が利かなくなるわけですよ。そうすると、負担が本当に大きいままいっちゃう。た

だ、後期高齢と国保の場合はその広域化のあれがちょっと負担者が違うのかなと、ちょっと

わかんない部分があるんですが、ただ、今現在、基金の取り扱いの仕方とか見えない部分が

あるんですが、町長言われたように、やはり被保険者の負担をなるべく急に上がらないよう

に、それでやはり、被保険者の構成見ると、やはり年金生活者だとか、そういう方が多かっ

たりすると、どうしても自営業者だとか取得が程度ある方にどうしても負担がボンといっち

ゃう。そういうきらいがあります。国保は一番、所得に対して税率、課税税率が一番高いで

すので、その辺を配慮しながら、ソフトに上がるような形で是非、流れを注視していただき

ながら、税率の算定をお願いしたいと思います。 



- 180 - 

 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） 今、４番議員のご指摘のございました点につきまして留意し

ながら、今後算定していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ５番、中野大徳君。 

○５番（中野大徳君） 令和１１年にどのぐらいアップするかはわかりませんが、今よりかな

りアップするのは確実という見込みであります。説明の中で、例えば被保険者が減っている。

それから、農業者の収入が上がったというような説明がありましたが、それで、今年度に限

っては金額は、それは基金９００万円の投入によってかなり抑えられて、一瞬は大変良いよ

うに見えるんですよ。でも、これが、この基金が、例えば今度、１１年になった時に使えま

せんよとなった時には、なった時には、これはもう大変な事態が起こるのは目に見えている

わけですよね。今回、基金９００万。これは基金の積立の限度額のアップした分を、オーバ

ーした分を繰入れたということでよろしいんですよね。であれば、これからの先を見たとき

に被保険者は減るのは確実に、これは読めると思うんです。そして、１１年には上がると。

これはもう確実に見えるわけですよね。ところが、先ほど菅家議員の質問にもありました、

入り口の公平性、出口の何とかってありましたけども、それを考えると、今、基金を投入し

て下げて、そしてこの、挙句の果てに基金の、１１年には使えませんよとなった時には、一

番被害、被害というか、を被るのは、今まで払ってきた被保険者なんです。というのは、年

を取ったら、今度、後期高齢者に移っちゃいますよ。移っちゃいますが、これから先、農業

者が、例えば農業法人とか立ち上げられて、それで被保険者が減っていく。これはもう目に

見えてるわけですよね。それから自営業者。こういった過疎化の町はそういった人が減って

いくのはもう読めるわけですよ。で、これが県と同一、県全体になると、今度はこれは都会、

いわゆる潤っている市町村が、ほとんどが、ほとんどというか、サラリーマンが多いですか

ら、それと同じく自営業者もおられますが、会社組織にしていれば別ですけども、やはりこ

ういった過疎の町が一番こう、負担がアップアップしてくるような状況になるのではないか

なというふうに僕は推測するんですが、しっかり今からこの只見町として、国民保険のこの

基金の使い方の考え方を、やはり町としてしっかりしたものを持ってないと、こういった過

疎の町はやはり、どうしても国民健康保険者は、なんていうんですか、公平とは言いません
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が、町で決められる部分に関してはもう少しこう、勉強していただいて基金を使っていくよ

うな考え方を持ってもらったほうが、私はこの先よろしいんじゃないかなと考えますが、い

かがでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） ５番議員のおっしゃること、ごもっともと思います。 

  基金の使い方等につきましても只見町の国民健康保険事業の運営に関する協議会がござい

ます。そちらのほうでも議論しております。また、今般、まだ、県のワーキンググループで

の結論が出ましたらば、その情報を基に研究、検討を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第３７号 只見町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決す

るにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時、休議をいたします。 

  開始時間を３時２０分といたします。 

 

     休憩 午後２時５８分 

 

     再開 午後３時１７分 
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○議長（大塚純一郎君） それでは、皆さん、揃っていますので休議前に引き続き会議を開き

ます。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３８号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大塚純一郎君） 日程第５、議案第３８号 南会津地方環境衛生組合規約の一部を変

更する規約を議題といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  町民生活課長、増田功君。 

○町民生活課長（増田 功君） 説明の前に資料配付の許可をお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 資料の配付を許可いたします。 

          〔資料配付〕 

○議長（大塚純一郎君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（増田 功君） 議案第３８号 南会津地方環境衛生組合規約の一部を変更す

る規約であります。 

  こちらですけれども、お配りいたしました資料、新旧対照表になります。こちらの方、平

成２４年４月に、田島・下郷町衛生組合と西部環境衛生組合が統合いたしました。西部クリ

ーンセンターの旧焼却炉の撤去でありますけれども、こちらのほう統合時に西部クリーンセ

ンターにあります旧焼却炉の撤去は新組合で撤去することになりました。その撤去に係る経

費の負担割合は規約の第１３条第２項ただし書きにより、南会津町と只見町で負担すること

になっております。令和４年度に解体工事に着手し、令和４年１１月に解体工事を完了いた

しましたので、撤去に係る経費の支弁方法の条文を整理するものです。また、同１３条第３

項に、火葬場を新たに建設するときについても組合長で協議することと定めるため、南会津

地方環境衛生組合規約の変更を行うものです。 

  説明、新旧対照表のほうをご覧いただきますと、第１３条の２項でありますけれども、こ

ちらのほう、改正後が右側になっております。削除、第２項の分のただし書き以降の削除。

そして、３項では、ごみ処理施設に火葬場を加えてございます。そして、下段になりますけ



- 183 - 

 

れども別表第２を削除となってございます。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第３８号 南会津地方環境衛生組合規約の一部を変更する規約は、原案のとおり可決

するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大塚純一郎君） 続いて、日程第６、議案第３９号 財産の取得についてを議題とい

たします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） それでは、説明の前に資料の配付の許可をお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 資料の配付を許可いたします。 
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          〔資料配付〕 

○交流推進課長（目黒康弘君） それでは、議案第３９号 財産の取得について。 

  次のとおり財産を取得する。１、名称、種類、数量、薪製造機一式。２、契約の方法、指

名競争入札。３、契約金額、６４６万５，８００円。４、契約の相手方、福島県南会津郡南

会津町下山字田中１００番地、有限会社マスヤ、代表取締役、馬場亮となってございます。 

  今ほどお配りいたしました議案第３９号資料に入札結果報告書を添付させていただいてお

ります。 

  今般、予定価格が７００万円を超えてございましたので、財産の取得ということで議案の

ほうを提案をさせていただいております。 

  また、機種の選定でございますが、薪の生産を行うために原木の送材、玉切り、薪割り、

排出までの一連の工程を機械化した自動薪製造機を導入するものでございまして、機種のほ

うを選定させていただいておりますので、そちらのほうのパンフレットを２枚目に付けさせ

ていただいております。表側にあります機械の本体と合わせまして、裏のほうに中段にござ

いますが、オプション品ということでＰＴＯ接続用モーターユニットということで、こちら

のほうのモーターを合わせた形で薪製造機一式ということで入札のほうをさせていただきま

して、こちらの業者に決定した次第でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  よろしいですか。 

  ７番、酒井右一君。 

○７番（酒井右一君） 春に議決した、３月に議決した内容に基づく、薪割り機の購入だと思

いますが、議決する際、いわゆる薪エネルギーの予算を当初で議決する際に、設置場所の変

更等があり、その他諸々ありましたが、設置場所、あるいは材料、いわゆる薪エネルギーの

材料の確保、あるいは町が直営でやるのか、誰かさんが委託されてやられるのか、導入した

効果だとか、林業従事者あるいは関係分野においてどのような波及効果があるのか。春の予

算の審議の際、いろいろありましたが、その辺がまだわからないという状況でありました。

で、３月からこれまで、財産の取得ですから、当然、私、総務委員会に所属しているもので
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すから、委員会の審議もあるものと思っておりましたが、その辺、その辺ということは今申

し上げました誰がやるのか、設置場所どこなのか、いわゆる原材料の確保だとか、誰が事業

主体、導入効果などの説明が委員会審議対象だったなと思うわけですが、ここで急に契約議

決ということで予算執行されたようですが、今申し上げたように、これの、機械を買って、

今買わなきゃならないのか、あるいは今申し上げたようなことが、条件が整ってからで間に

合わないのか。今買わなければならない理由、私は少なくても申し上げましたように、いく

つかありますが、説明を願います。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） 今ほどの酒井議員のお質しにお答えをさせていただきたいと

思います。 

  まずこの薪割機械の設置場所についてでございますが、先般、予算のほうでご議決をいた

だきました長浜杉沢地内の場所に設置をさせていただく予定となってございます。また、併

せまして、そちらのほうで事業者の選定でございますが、事業者につきましては今、選定の

準備を整えさせていただいておりますので、現在のところは決まっておりません。併せまし

て、薪ステーションとしての建物の整備予算も併せてご議決いただいておりますので、その

発注準備も行いまして実施をしているところでございます。そういった中で、この薪割製造

機なんですけども、どうしても海外製というところが一つありまして、納期に時間を要する

と、こういったものが全て揃った段階で、全て段取りを整いまして、事業所のほうにも参画

をしていただくようなことで、しっかりと説明をさせていただきたいということで、納期が

長いというところもありまして、今般、先に入札、機械のほうを先にさせていただいており

ます。林業事業者主体、そういったものの部分については、今まだ決まっているものではご

ざいませんが、しっかりと薪エネルギーを去年らい、お話をさせていただいて勉強会等もさ

せていただいた中で、森林資源を活用するというサイクルをしっかり作っていくということ

で説明をさせていただいております。その中に基づきました流れで、しっかりと事業として

推進をさせていただきたいと考えておりますので、現状、そういったところになってござい

ますのでご了承いただければと思います。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ７番、酒井右一君。 

○７番（酒井右一君） 当初予算で審議をしたわけですから、大筋はまあ、申し上げませんが、
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ただ、その予算執行として、何でここだけ早いのかなと。まだ調整すべきもの、あるいは検

討すべきもの、それぞれの委員会においても、いわゆる作業コストだとか、収支の関係だと

か、様々、審査をしなければならないところですし、それから第一に、間伐材っていったっ

て材料に限りがありますし、国有林、それから民有林、しかも大半は確か、土砂坊出保安林

か何かに指定されておるはずです。そうしたところの、言ってみれば、まだその事業の概要

がはっきりしないうちに、機械だけ海外製であるから早く発注するというところがわからな

いのであります。これ、予算とって、即座に執行して、納期はいつでしょうかね。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） 納期につきましては、事業選定の中で、仕様書の中で、年内、

納入期限としては５年の１２月２８日という仕様でこちらのほう入札をさせていただいてお

ります。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ８番、酒井正吉郎君。 

○８番（酒井正吉郎君） このパンフを見てみますと、ちょっと細かいことですが、最大の処

理径と最大の長さ、４３センチと６０センチとなっております。これはちょっと考えてみま

すと、一般家庭の薪ストーブにはいいんでしょうけども、今回、薪ボイラーというのも一番

基になって、この薪エネルギー考えておられる点からいいますと、長さは９０センチ主体に

考えていたと思います。 

あと今、只見町の今、手入れされてない森林見ますと、非常にあの、古木といいますか大

径木になりまして、節も多い。そういう薪材になるのが多いと思います。この機種ですと、

その点から言いますと非常にその、それを薪にした場合、なかなか処理能力からいっても、

なかなかこれ、無理じゃないかなと今直観で思いましたので、その辺、この選定基準の中で、

その素材に関して、これで、この性能で良いということを、どなたが判断されたんでしょう

かと思ってお聞きいたします。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） 今ほどの酒井議員のお質しにお答えをさせていただきます。 

  まず、大径、大きさの太さの種類はいくつかあると思います。その中でもおっしゃってい

ただいたとおり薪エネルギーでの利用、ボイラーでの想定は９０センチの長さになってござ
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います。９０センチの長さの中でも太さが、確かに町有林その他含めて様々なものがありま

す。主に大径木を対象といたしました薪割機械、安全のためにということで、どうしても太

い木になってしまいますと、こういった機械で効率的に割っていったほうがいいというよう

なところがございまして、勿論、そのまま投入できる太さのものについては９０センチの長

さに切って、そのまま薪として利用をさせていただくこともありますし、太いものに関して

はこれで割りまして薪として利用するようなことを想定いたしました。 

  この薪製造機の一式その他全般に関しては、薪エネルギー推進室の特命参与の紙谷先生の

ほうにも、こういった機械の部分の選定に関してはアドバイス等いただいておりまして、今

般、こういった大径木用のタイプでこういったものを効率的に薪とするために必要な機材と

いうことで選定した中でこちらの機種が出てきた次第であります。 

○議長（大塚純一郎君） ８番、酒井正吉郎君。 

○８番（酒井正吉郎君） 今回、薪製造機、ポンと出てきちゃったんで、ちょっとびっくりし

たんですが、とにかく近日中に委員長のほうからおそらく、経済常任委員会のほうからも、

しばらく時間が経っておりますので、紙谷先生来町にでも合わせて、その時は是非とも早め

に委員会でまたいろいろ審議させていただく機会を設けてもらいたいと思いますが、委員長

のほうから要請があった場合は早めにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） そういったご意見、本当にありがとうございます。 

  委員長のほうから、そういったお許しをいただければ、紙谷先生のほうとも調整をさせて

いただきまして、こちらも大切な事業でありますので、先生のほうからもいろいろ進捗もあ

りますので、説明をさせていただく機会をつくらせていただければと思いますので、引き続

きよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  １０番、鈴木好行君。 

○１０番（鈴木好行君） ７番・８番議員と若干似たようなところにもなるんですけれども、

３月の段階で、この薪ボイラー関係というのは、委託料として薪ボイラー導入アドバイザー

委託料が１９０万。また、整備工事実施設計業務委託料で１，５００万。そして工事請負費

として４，９２０万の予算計上がされております。そうした中で、私はこの実施設計とか計

画とかが上がってきてから、この機械の発注になるのかなというふうな頭でおりましたけれ
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ども、こちらの工事の実施設計とか、そういったほかのものの工程はどうなっているんでし

ょう。進捗状況を教えてください。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） 鈴木議員のお質しにお答えをさせていただきます。 

  まず、こちらの機械につきましては、薪ステーションの整備関係の部分で、薪ステーショ

ンに設置される機械でございます。併せまして、当初予算のほうで薪ステーションの整備の

工事費いただいておりますが、そちらのほうは今、発注の詳細、最終段階で詰めさせていた

だいておりますので、これから施設、薪ステーション、建物本体のほうの工事についてはと

りかかるような、入札をさせていただくような予定とさせていただいております。 

併せて実施設計につきましては、薪ボイラーの実施設計に係るものでございます。それに

つきましては昨今、先般の議会等でも場所のところ、そういった部分のご意見等がございま

したので、改めまして全体的な部分の、どこに配置をするのか、どこが効率的なのか、そう

いった部分も含めて実施設計に入る前に、その部分の計画づくりのほう、改めて、そこ、精

査をさせていただいておりますので、それが整い次第、当然、委員会のほうに説明をさせて

いただきながら、そちらのほうは発注をさせていただく予定となってございます。 

○議長（大塚純一郎君） １０番、鈴木好行君。 

○１０番（鈴木好行君） そうすると、もう一つ聞きたいのは、薪ボイラーの導入アドバイザ

ーはもう決定しているという認識でよろしいのかということと、薪ステーション整備工事の、

この設計はどなたが、どのようにしてやっていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） まずアドバイザーにつきましては、昨年度と同じく紙谷先生

のほうに特命参与としてアドバイザーとして入っていいただいてございます。 

  それから薪ステーションの設計につきましては、昨年、ご予算をいただきましてグリーン

シグマのほうで設計を作った部分で、ステーション本体のほうの設計は完了しておりますの

で、その設計に基づきまして発注準備をさせていただいているところでございます。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  １０番、鈴木好行君。 

  ３回目。 

○１０番（鈴木好行君） そうすると、このグリーンシグマのほうで、この、今回導入を決定
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した薪割り機がよろしいという形であったんでしょうか。それとも、この機械を結局、機械

が、機械自体は、この機械を買いますというふうにして入札を行ったものなのか。それぞれ

のメーカーで同様の機種があって、値段が合うもので導入を決めたのか。この、結局、指名

業者になってます５者、５者それぞれに同じメーカーの同じ機械の条件で入札を掛けられた

んでしょうか。伺います。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） 私の説明が不十分で大変申し訳ございませんでした。 

  まず、機種の選定にあたりましては、特命参与の紙谷先生のアドバイス等いただきながら、

この機種の選定をさせていただきました。 

  併せまして、機種の中で、この５者は、薪割製造機、今般の機種につきましては、まず機

種を限定させていただきまして、この機種で入札のほうを仕様書として今回、入札に入りま

した５者に出させていただいております。あらかじめ機種のほうを選定いたしました経過と

しましては、自動薪割製造機というのが非常に生産が限られているものでございまして、特

に日本の国内メーカーでは、この自動薪割機というのが製造されていないというところがご

ざいましたので、海外のメーカーから取り扱っている中で、この機種ということで選定をさ

せていただいた次第でございます。 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ７番、酒井右一君。 

  ３回目。 

○７番（酒井右一君） ３回目でねえんだ。議長、俺、２回目の質問の答え、まだ聞いてねえ

んだ。資源の調査だとか、保安林がいっぱいあるけれども、その辺の解決できたのかという、

その答え、まだいただいてねえんだ。 

○議長（大塚純一郎君） はい。わかりました。 

  交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） 資源量とかに関しては、昨年度、勉強会とかで出させていた

だいた資料の中に、大きな部分は書いてございました。さらに、来年度以降、そういった中

から場所を選定して、具体的にどれぐらい資源があるのかという調査を今年度に入りまして

これから行っておりますので、そういった中で資源量をさらに確定をさせていただいて、全
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体的な使う部分と供給できる部分を決めていくといったようなこととなってございます。 

○議長（大塚純一郎君） ７番、酒井右一君。 

 ３回目。 

○７番（酒井右一君） 結論を申し上げますが、今聞くと、何にもまだ、具体的に決まってな

い。資源も決まってない。場所も決まってなければ、さっき鈴木さんが言われた諸々のこと

が決まってない中で、ただこの機械だけを購入すると。むしろその、全て決まってからこの

機械を発注されたほうが良いのではないかと思いますが、これを基本的なことが決まってか

ら発注されるというふうに、支出を伸ばすということはできませんか。今の段階だと、議員

の我々としても、皆さん、審議未了です。わからないところがいっぱいありまして、我々議

員として、町民の代表として、ここで１票を、賛成となかなか言い難い環境が整ってまいり

ました。によって、少なくても骨格、総枠について決まってから発注されるということでい

かがなものでしょうか。決まってから支出負担行為を起こされるということですが、いかが

でしょうか。 

○議長（大塚純一郎君） 交流推進課長、目黒康弘君。 

○交流推進課長（目黒康弘君） まず、薪ステーション整備工事につきましては、予算のほう

をご承認いただいて、そこに設置する薪製造機ということで今般、こちらの議案提案をさせ

ていただいております。 

併せまして、薪ステーションのほうで薪の製造を今年度、ステーションを整えまして後半

から始めさせていただきたい。それにつきましては、資源量について、確保については前段、

資料のほうでご説明をさせていただいておりますが、さらにその大きな部分ではなく詳細と

いう部分につきましては今年度並行して調査をさせていただいております。一つ一つ、ブロ

ックに区切りまして、その資源量の調査が必要でありましたので、まずその調査を並行して

進めさせていただきながらステーションのほうで薪を製造させていく準備をするというよう

なことで今年度は計画しておりました。 

一方で、薪ボイラー、実際にどこに設置をするのか、置くのかというところでは、まだ詰

め切れてない部分がございましたので、ステーションでの製造は実施をするような形で進め

させていただきながら、またボイラーについては改めてご説明をさせていただくようなこと

で事業としては推進してきたところでございますので、そのようなことでご理解いただけれ

ばと思います。 
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○７番（酒井右一君） マイクなしで発言 聴き取り不能 

○議長（大塚純一郎君） 質問に対しての回答がまだ出てないような気がしますが。 

  今の７番議員の質問に対しての明確な答えがまだ出ていないというふうに議長も感じてお

ります。 

  町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） それでは私のほうから説明させていただきます。 

  今般は本財産の取得についてのご理解をいただくべき議案を提出させていただきました。

そしてあの、先ほどそれぞれ、まだ決まってないところ、あと不安に思っておられるところ

のご意見をいただきました。 

  私としてはちょっとあの、いろいろ、今、いろんな常任委員会に担当課長が出席して、説

明して、ご理解をいただいて、そういった中でやっていくのが従来、常でございまして、そ

ういうふうにしてやっているというふうに私は理解しておりました。今般、改めて、今般は

入札させていただいて、こういった結果が出ましたので、まずはご議決いただいて、議決い

ただければ、当然、債務負担行為を行うという行為をしなければいけません。ですが、その

うえで、やはり今いただいたようなご意見がありますので、一旦、そのことで止めて、その

後の理解を委員会のほうに、両常任委員会のほうに説明していくということが必要だと思っ

てますし、先ほど８番議員からも特命参与の出席を招聘されるご提案もいただきましたので、

ちょっとあの、当初予算の可決いただいたときも様々ご意見をいただいたわけです。そうい

ったことを踏まえてやっていきますというふうに答弁させていただきながら、こういったこ

とが徐々にご理解深まっているものだなというふうに思っておりましたが、ちょっとこの点

でそういった不安が改めて出てまいりましたので、ここら辺は一旦立ち止まって考えていき

たいと思いますし、それは担当課長だけでなくて、ご理解いただければ私も特命参与も出席

させていただいてお話をさせていただきたいと思います。ただ、本議案につきましては入札

結果に基づきまして、まずは議決をいただきたい。その後、今申し上げたような態度で臨ん

でいきたいと思いますので、是非ともご理解をいただきたいと思います。 

○７番（酒井右一君） マイクなしで発言 聴き取り不能 

○議長（大塚純一郎君） ７番、酒井右一君。 

  今の件について特別に許可します。 

○７番（酒井右一君） ありがとうございます。 
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  町長が答弁すべき立場のトップとしてのお話だったんで細かいことは申し上げませんが、

やはり審議未了ということをお認めになったんだと思います。それでまあ、審議を継続する

というふうに受け取りました。 

過去にこういった例もありました。議決しても、条件が整うまで負担行為を起こさないと

いう、過去にもありました。それはあの、会議ルールとしては出てませんけど、まあ、あっ

たです。心配するのは、皆さん、質問されない方も、わからないんですよ。以前その、マイ

クロ水力発電機３６６万ばかりの、岩下の、岩崎の、あそこに据え付けてあるやつ。あれも、

あの後、不用品で売払われましたな。そういう経過がありますし、大切な町税、一般質問で

も町税の今のあり方を（聴き取り不能）しましたが、やはり問題がある、皆さんが問題ある

のは、ここは固い事言わずに、町長おっしゃったように、みんなが納得されてからお買いに

なったらどうですかね。財務規則等だと、契約議決ですから、契約が議決されれば負担行為

は起こすことになってますから、負担行為を起こす・起さないとなると、議会側ではもう手

が出せませんので、その辺はこの、ちょっと踏み込んだお話をして申し訳ないですが、事務

局長、議事係が怒るかもしれませんが、これはあの、町長の提案としては議決をしてから、

皆さんが理解してから、負担行為を起こすというふうな理解でよろしいですか。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） 今ほど７番議員からご提案いただきました。私としてはそういう不安

を持っていらっしゃる、その不安が解消されないまま、こういった薪製造機の契約議決に至

ったというところは非常に申し訳なく思っておりますが、そういった今回、入札行為をさせ

ていただいて、最低落札業者を決めさせていただきましたので、手続きの話になりますが、

是非とも今回は議決をいただきたいという想いです。そのうえで、当然そうなれば、債務負

担行為ということになります。そのうえで今後のことについては一旦止めさせていただいて、

担当課長任せでなくて、参与、私含めまして、そういった、今、疑問であるとか、いろいろ

説明が至らないところを説明をさせていただいて、そこでご理解を得るべく努力していきた

いというふうに思いますので、７番議員おっしゃることもわかりますが、今般はここまで至

ってしまいましたので、なんとか議決をいただいて、今後のことについてはそのような態度

で、私が全面に出て、参与と共に説明させていただきたいと思いますので、そのような取り

扱いでなんとかお願いしたいなというふうに改めてお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） この件を含めまして質疑を求めます。 
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  １番、佐藤孝義君。 

○１番（佐藤孝義君） これね、第三セクターと同じで、やはり説明なされてないんだよ。だ

から、この前も、３月の勉強会の時も、私言ったんですけども、とにかく最初ね、これ、林

業政策がガチンとあって、人工林の、もう伐期迎えた、それを材料にすんだとかさ、あと見

晴らしの悪いところの整理のやつをやるんだとか、あとね、結局、林業も、結局あの、これ、

当初おそらくあの、湯ら里のボイラーということで始まったと思うんですけども、やはり、

そうじゃなくて、結局、何回もあまり言いたくないんですけども、一般でも薪使ってる人い

らっしゃる。で、田島あたりから買って持って来てやってらっしゃる人もいるんだから、そ

ういうところにも売れるような、買ってもらえるような、そういう全体的な林業政策をちゃ

んとあって、それの後にこういう、本来ならば出てこなくちゃならない。で、まだ委員会に

もね、随分前に説明されて、あの勉強会から全然、話全然ないわけですよ。たぶん。私、１

回休んだから、その時あったのかもしれないけど、全然、私も聞いてないんですけど、機械

が先になっちゃったから。これ、やはり、これ、絶対、理解、このままでは得られないと思

います。だから、町長言われたように、もう、これ、買っちゃったんだべがら、それで置い

ておいて、まあ、紙谷先生呼んで、町長も出て、やっぱりちゃんとした計画作って、常任委

員会の理解、それから全員協議会の理解を得たうえで予算というのは上げたほうが、これは

順序として一番早道なんですよ。こうなっちゃうと、余計、急ぐのはわかるんですけども、

急いだやつが逆になっちゃう可能性のほうが多いやり方なんだと思うんですよ。だから、そ

の辺やっぱり、町長もちょっとあの、課長との連絡もあまり理解されてないようの、今、返

事だったんで、これはもう一回、あれされたほうがいいと思います。今言われたように。そ

うでないと、これ、おそらく誰も質問しようがないというかさ、委員会でも納得してない話

なんですよね。あれ、いきなり機械の契約が上がってきたというようの感じで、みんな聞く

にも、質問するにも、しようがない段階だというふうに思いますから、今、７番議員言われ

たように、ちょっと我々議会にも、納得してからちょっと進めていっていただきたいと思い

ます。 

私はもう、前からその林業の処理は絶対やってもらいたいなというふうに何回も一般質問

でもしましたし、普通の予算の審議の時もやってます。だから、全体的なあれは賛成なんで

すけども、どうもあの、やり方というか、手続きが、もう完全に不完全。おそらくあの、忙

しい部署で大変だと思うんですよ。第三セクターの時も言ったんだけど、本当、会社大変だ
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と思う。だからその辺を、やはりあの、これは町長、やっぱり最高責任者だから、一番、町

長が悪いんだ。それは。それはやっぱりちゃんと反省してもらって、今後、そういう、こう

いうことのないように、ひとつあの、よく、みんなで、幹部、全部いらっしゃるわけですか

ら、よく相談してもらって、それからの話です。そのようにしていただきたいなと。そうで

ないとおそらく、誰一人、おそらく今のままでは、良しとする人いないと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚純一郎君） ３番、齋藤邦夫君。 

○３番（齋藤邦夫君） 休議の動議。 

○議長（大塚純一郎君） 休議の動議。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大塚純一郎君） 賛成者います。 

  それでは、暫時、休議いたします。 

  賛成者、一人おりましたので、暫時、休議いたします。 

 

     休憩 午後３時５８分 

 

     再開 午後４時４４分 

 

○議長（大塚純一郎君） それでは、休議前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  １番、佐藤孝義君。 

○１番（佐藤孝義君） 先ほど私の発言で、ちょっと私の理解不足で間違っていたことがあり

ましたので、訂正して取り消していただきたいということあります。 

  ５月の２９日に経済委員会がありまして、その場で６月会議の議案提案の内容の説明の中

に、ちゃんと経済委員会に説明があって了解していたということでございました。私、一人、

欠席したものですからわからなくて発言しましたので、大変申し訳ございませんでした。特

に課長、すみませんでした。謝ります。 

○議長（大塚純一郎君） 町長、渡部勇夫君。 

○町長（渡部勇夫君） それでは私から改めて、議案第３９号 財産の取得についての提案に
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至った経過、また説明不足の点をお詫び申し上げて、改めて許可をいただきましたので説明

させていただきたいと思います。 

  薪エネルギーに関する事業につきましては、当初予算審議の中の３月会議の中でも様々な

ご意見をいただいております。目的としては皆さん、ご理解をいただいているというふうに

思っておりますが、具体的な進め方、様々な事柄につきましてご懸念のご意見があったとい

うことは十分承知しております。   

  そういった中で、そのことを受け止めさせていただきますという主旨の発言をさせていた

だいたうえでご議決を賜ったものという理解は聊かも変わっておりません。従いまして、そ

の後の進捗にあたりましては、丁寧な説明をさせていただいて、ご理解をいただきながら、

一歩一歩着実に進めていく姿勢が大事だというふうに考えておりますし、それは今も変わっ

ておりません。ただ、大変申し訳ありませんが、私としてはそういったご意見から、いきな

り湯ら里に薪ボイラーではなくて、一般質問等の中でも支障木とか、景観の支障をきたす流

木、立木等々、それから町内で薪ストーブを使っていらっしゃる方々がいらっしゃいます。

そういった民需の活用を優先して取り組んでいきたいというふうに考えておりましたし、そ

のことは課長にも、そういった指示、考え方は伝えておりました。ので、その辺の考え方の

徹底であったり、説明に不十分さがあったものと、一番は私の責任でありますが、まずもっ

てお詫び申し上げます。ので、今般は民需、町内の薪ストーブを使っていらっしゃる方々並

びに支障木、景観を良くするための、そういったのを優先してやるという考え方を改めて申

し述べさせていただきます。 

そして、先ほど８番議員から、薪ボイラーの場合は９０センチだったと思うけど、どうし

て６０センチだというお話をいただきました。まったくそのとおりだと私も思って、薪ボイ

ラーであれば、そういったことかなというふうに思っておりました。改めて確認させていた

だきましたが、一本一本割っていくのであれば、９０センチの機械はあるそうです。ただ、

効率的に玉切りして、薪を作っていく製造機の９０センチはないということで、この６０セ

ンチの、今回の機械に至ったということでございますので、その点、私から説明させていた

だきました。ので、繰り返しになりますが、やはり民需を優先してやっていくということで、

また今後、常任委員会のほうに私自ら許可をいただければ出席いただきまして、今後の事業

につきましては一つ一つご理解を得たうえで進めていきたいと思います。そういったことで

今般は何卒、この財産の取得についてはご議決を賜りまして、今後のことはご理解を得た中
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で進めていくという姿勢で臨んでいくということをここでお約束申し上げまして、是非とも

ご理解を賜りたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚純一郎君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） よろしいですか。 

  それでは、これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  ９番、討論。 

  反対討論ですか。 

○９番（菅家 忠君） 賛成でございます。 

○議長（大塚純一郎君） それでは、反対討論先になりますが、反対者の討論はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） それでは、原案に賛成者の発言を許します。 

  ９番、菅家忠君。 

○９番（菅家 忠君） 休議がありまして、私なりに思うところで賛成討論をさせていただき

たいと思います。 

  まず、こちらがですね、私は理解をしております。２月の全員協議会の資料にて私は拝見

しておりまして、薪ステーションがどういうものか、どういうものをされているのかという

ものに対して、で３月の議会で予算が執行されていて、それどおりに仕様を満たした、２月

の全員協議会の資料どおりの仕様を満たしたものが今回の財産の取得に出ているだけでござ

います。と私は判断しておりますので賛成でございます。 

課長のほうに前回の委員会の時にはお伝えしましたが、ここは苦言でございますが、同じ

ことを申しますが、各議員一人一人がですね、大切にしているものを理解して丁寧な合意形

成を進めてくださいというふうに指摘しております。まさにこういったことが起こっており

ます。 

あと、私が先ほどですね、発言していないのは、一般質問でも言いましたが、サイレント

マジョリティーという、喋らないで同意しているというものありますが、それ、どういうこ

とかと申しますと、私どもの只見町議会会議規則にはですね、このように載っておりまして、
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発言内容の制限がかかっておるから発言ができていないためでございます。そちらの第４条

の３ですね、議員は質疑にあたっては自己の意見を述べることができないと書いております。

ですので、そういった自己の意見を述べることができないので発言しておりません。ですの

で、討論で発言しております。ですので、質疑の場で、皆さん、そう思っているだとか、そ

ういった発言はですね、私は適切ではないと思いますので、その結果、私が意見を述べる場

が遅れて、その前に休議になっておりますので、そういった意見というものが私は適切では

ないと思いますので、そういったところの議事進行というものは判断をまた委ねたいと思い

ますので、そういった発言も付け加えて賛成討論の発言をさせていただきました。 

以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） それでは、これで討論を終わります。 

  これから議案第３９号 財産の取得についてを採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第３９号 財産の取得についてを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

          〔起立多数〕 

○議長（大塚純一郎君） 起立多数です。 

  よって、議案第３９号 財産の取得については原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎延会の宣告 

○議長（大塚純一郎君） それでは、ここでお諮りをいたします。 

  本日の会議はこれで延会したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 
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  本日はこれで延会します。 

  ご苦労様でした。 

（午後４時５３分） 

 


